
第１期中期目標期間（平成１９年度～平成２４年度）及び平成２４年度

業務実績報告書

平成２５年　　月

公立大学法人奈良県立医科大学

資料２－２ 



１　全体的な状況

【１】　第1期中期目標期間（H19～H24)の業務実績 【２】　平成24年度の業務実績

Ⅰ　教育・研究・診療等の質の向上 Ⅰ　教育・研究・診療等の質の向上

（１）教育研究の質の向上 （１）教育研究の質の向上

（２）診療の質の向上 （２）診療の質の向上

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化 Ⅱ　業務運営の改善及び効率化

Ⅲ財務内容の改善 Ⅲ財務内容の改善

（１）自己収入の確保 （１）自己収入の確保

（２）経費の抑制 （２）経費の抑制

Ⅳ　今後の本学のあり方を見据えた施設整備 Ⅳ　今後の本学のあり方を見据えた施設整備

Ⅴ　自己点検・評価、情報公開、安全管理等 Ⅴ　自己点検・評価、情報公開、安全管理等

［中期計画を大幅に下回っている取り組み］ ［年度計画を大幅に下回っている取り組み］

［その他］ ［その他］

後述の項目別の状況等を踏まえつつ、大項目ごとに法人の中期目標期間の中期目標の達成状況を総括。全体の進捗状況、
特筆すべき項目の状況のポイント、各項目に横断的な事項の実施状況などについて記載。 



【中期計画の進捗状況】 【年度計画の法人自己評価】

Ｓ： 中期計画を上回って実施している Ｓ： 年度計画を上回って実施している

Ａ： 中期計画を十分実施している（90％～） Ａ： 年度計画を十分実施している（90％～）

Ｂ： 中期計画を十分には実施していない（60％～90％） Ｂ： 年度計画を十分には実施していない（60％～90％）

Ｃ： 中期計画を大幅に下回っている。又は、中期計画を実施していない（～60％） Ｃ： 年度計画を大幅に下回っている。又は、年度計画を実施していない（～60％）

－： 評価しない －： 評価しない

番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1 人文科学・社会医学・自然科学などの
分野に関する幅広い基礎知識と技術
を教授する体制を強化する。

1

・医学科では国際認証(臨床実習の拡
大)を想定した新カリキュラムを策定す
るとともに、６年一貫で学ぶ医療英語
などのカリキュラムも検討する。

・一般・基礎・臨床の講座体制につい
て抜本的に見直すとともに、学生の将
来展望を明確にした上で、医学教育、
研究、医療に貢献できる優秀な人材を
育成できる体制について引き続き検討
する。

2 国際的なコミュニケーション及び異文
化理解に必要な語学力を修得させる
ために外国語教育の充実を図る。

2

在学中に医学英語検定の資格を取得
するよう、医学科第１学年の授業にお
いて、奨励する。

3-(1)

平成１９年度から、医学科第４学年に
おいて「実践的医療倫理」を設定済で
あり、継続して実施する。

3-(2)

看護学科では、新カリキュラムにおい
て第１学年の「生命と倫理」、第４学年
の「看護研究」「チーム医療論」におい
て倫理的配慮について学ぶ。特に
「チーム医療論」の中で医学科との合
同講義を行い、実践的医療倫理を学
ぶ。

4-(1)

医学科第１学年・第２学年前期で「医
学特別講義１・２・３」を実施する。

4-(2)

医学科第１学年で「医学特別実習」「社
会体験実習」を統合して実施する。

5-(1)

医学科第３学年前期において奈良県
大学連合における単位互換制度を利
用し、引き続きコンソーシアムを実施す
る。

5-(2)

同志社女子大学との協定に基づく単
位互換を実施する。

5-(3)

医学科では、連携協定を締結している
早稲田大学とのコンソーシアム事業を
継続して実施する。

1 学士課程では、医学・看護学に関する
基本的知識・技能及び生命倫理・医の倫
理を修得させるとともに、将来、臨床・研
究・教育のいずれの分野でも活躍できる
独創性、応用力と豊かな人間性を身に付
けた人材を育成する。

2 医学・看護学を学ぶための幅広い教養
と医師・看護職者としての高い見識を持
ち、医学・看護学・医療を基礎的レベル
から科学的に理解できる学力を修得させ
る。

3 基本的医療技術の修得はもとより、患
者との対話を通じて病の背景を理解し、
患者の抱えている問題に対して全人格
的なアプローチを試みる臨床手法を身に
付けさせるなど、心優しい医師・看護職
者として信頼を得られる高い使命感や倫
理観等、人間形成に励む学生を育成す
る。

4 県民に対して広く高度先進医療を供給
し、県民が最も信頼して診療を受けること
ができるような奈良県の中核病院である
という自覚を熟成させる。

5 大学及び附属病院は、医学生・看護学
生の臨床・臨地実習の場としての役割を
果たすことにより、質の高い医師・看護職
者を養成し、地域医療の質の向上に寄
与する。

公立大学法人奈良県立医科大学　中期計画及び平成２４年度年度計画の達成状況

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況
Ⅰ　大学の教育・研究・診療等の質の向上に関する目標を達成するための措置

１　教育に関する目標を達成するための措置

(１）教育の成果に関する目標

学士課程

3 医療従事者としての公共的使命、社会
的責任及び倫理観を育成するために、
尐人数学習、学外の有識者を交えて
の討論会等、医療倫理にかかわる実
践的な教育の充実を図る。

4 医療人としての豊かな人間性を涵養す
るために、医学入門（アーリーメディカ
ルエクスポージャー）等によって動機
付けを行うとともに、ボランティア活動、
地域社会との交流、地域での体験実
習、医療現場での実習を積極的に導
入する。
※ アーリーメディカルエクスポー
ジャー：早期医療体験実習

5 医療人としての幅広い教養と高い見識
を涵養するため、平成２１年度より他
大学（国外を含む。）との単位互換を含
めた一般・教養教育システムの充実を
図る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況
6 医学・看護学に関する基本的な専門知

識・技能を系統的に教授するばかりで
なく、進歩著しい今日の科学成果を効
果的に教授するシステムを開発する。

6

・医学科第３学年の「基礎医学アドバン
ストコース」に代えて第２学年で「基礎
医学１ＴＢＬ」を実施する。
・早稲田大学の研究室配属を継続して
実施する。
・早稲田大学の連携プログラムを第４
学年統合講義のなかで実施を検討す
る。
・早稲田大学、関西医科大学との連携
による｢研究医養成コース｣を開設す
る。

7-(1)

医学科第３学年の「基礎アドバンスト
コース」に代えて第２学年で「基礎医学
１ＴＢＬ」を、ＳＧＬに代えて「基礎医学２
ＴＢＬ」を第３学年で実施する。
※　ＴＢＬ（Team-based learning)チーム
基盤型学習：設問に対するグループ内
およびグループ間の討論を主体とした
学習方法

7-(2)

看護学科では、新カリキュラム第１学
年の「看護学概論」において、自己主
導型学習を基盤に問題解決法を用い
た授業を行い、さらに第２学年の各看
護学概論、「看護学援助論」でより発展
させ、第３学年の「各看護学実習」にお
いて実施展開していく。

7-(3)

看護学科では、新カリキュラムの第１
学年後期において「基礎看護技術Ⅱ」
を２単位から３単位に充実させており、
看護技術の確実な習得の充実を図り、
「基礎看護学実習Ⅱ」において実施展
開していく。

8-(1)

・医学科第４学年で臨床実習に必要な
基本的臨床手技の教育を実施するとと
もに、共用試験の客観的臨床能力試
験（ＯＳＣＥ）において修得状況を評価
する。
 ・文部科学省の通達を踏まえて共用
試験（ＣＢＴ、ＯＳＣＥ）合格を第４学年
から第５学年への進級要件とする。
 ・第５・６学年での臨床実習で培った
高い臨床能力を最終的に評価するた
めに第６学年での「アドバンストＯＳＣ
Ｅ」を実施する。
※　ＯＳＣＥ（objective structured
clinical examination)：医療面接、身体
診察、応急処置といった医師に求めら
れる基本的臨床能力を評価する実技
試験

8-(2)

医学科第３学年の「医学医療概論」は
第２学年「医学特別講義」に組み込ん
で実施、この中でコミュニケーション関
係の授業も実施する。

1 学士課程では、医学・看護学に関する
基本的知識・技能及び生命倫理・医の倫
理を修得させるとともに、将来、臨床・研
究・教育のいずれの分野でも活躍できる
独創性、応用力と豊かな人間性を身に付
けた人材を育成する。

2 医学・看護学を学ぶための幅広い教養
と医師・看護職者としての高い見識を持
ち、医学・看護学・医療を基礎的レベル
から科学的に理解できる学力を修得させ
る。

3 基本的医療技術の修得はもとより、患
者との対話を通じて病の背景を理解し、
患者の抱えている問題に対して全人格
的なアプローチを試みる臨床手法を身に
付けさせるなど、心優しい医師・看護職
者として信頼を得られる高い使命感や倫
理観等、人間形成に励む学生を育成す
る。

4 県民に対して広く高度先進医療を供給
し、県民が最も信頼して診療を受けること
ができるような奈良県の中核病院である
という自覚を熟成させる。

5 大学及び附属病院は、医学生・看護学
生の臨床・臨地実習の場としての役割を
果たすことにより、質の高い医師・看護職
者を養成し、地域医療の質の向上に寄
与する。

7 医学・看護学に関する課題探究能力、
問題解決能力、論理的かつ批判的に
考察する能力等を重視した教育を強化
する。

8 卒業時点で医療を担うことができる高
い実践的臨床能力（コミュニケーション
能力を含む。）を重視した教育システム
を確立する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

9-(1)

医学科第４学年後期で実施している実
践的医療倫理教育に看護学科学生の
参加を促す。

9-(2)

看護学科では、新カリキュラムで第４
学年に配置した「チーム医療論」を実
施する。
また、第１学年に配置した「基礎看護
技術Ⅰ」において、様々な人々とコミュ
ニケーションを図る演習を設定し、チー
ムワークを構築する基盤をかためる。

10 生涯にわたって学問を探求し、自己主
導型学習を行い、自己評価できる能力
を涵養する。 10

医学科第３学年後期に設定した「チー
ム基盤型学習(Team-based learning, Ｔ
ＢＬ）」を継続して実施する。

11-(1)

各クラブキャプテンや学年総代、学生
自治会役員を対象に、指導者としての
心構え、メンタル面などをテーマにした
「リーダーズセミナー」を定期的に開催
する。

11-(2)

・医学科では、地域医療に貢献できる
医療人の育成を目指して地域医療に
取り組んでいる医師を「メンター」として
本学学生の指導を行うこと等からなる
「地域基盤型医療教育カリキュラム」を
設定済であり継続して実施する。
・第６学年には、臨床系教授の協力を
得て、キャリアパス・メンターシステム
を実施する。
 ・福島県立医科大学との連携によるボ
ランティア活動を平成２３年度から継続
して実施する。
 ※　キャリアパス・メンターシステム：
第６学年の４～１２月において、本学の
主として臨床部門の教授及び准教授
をキャリアパス・メンターとして指導を
受けるシステム（必修）

12 進歩著しい医学・医療を主体的に修得
し、県民に高度先進医療を提供できる
医療人を育成する。

12

医学科第５学年・第６学年を対象とした
「臨床実習」を継続して実施していくと
ともに、第６学年の「臨床医学アドバン
ストコース」に代えて第５学年に「臨床
医学ＴＢＬ」を設定する。

13 教育の成果・効果の検証等を体系的
に継続して実施し、その結果を公表す
る体制を整備する。

13

 ・学生による教員個々の授業評価の
実施を促進するとともに、結果を授業
担当者にフィードバックし、授業改善へ
の対応についての調査を実施する。
 ・平成２５年度の大学機能評価受審に
向けた自己点検評価を実施する。

1 学士課程では、医学・看護学に関する
基本的知識・技能及び生命倫理・医の倫
理を修得させるとともに、将来、臨床・研
究・教育のいずれの分野でも活躍できる
独創性、応用力と豊かな人間性を身に付
けた人材を育成する。

2 医学・看護学を学ぶための幅広い教養
と医師・看護職者としての高い見識を持
ち、医学・看護学・医療を基礎的レベル
から科学的に理解できる学力を修得させ
る。

3 基本的医療技術の修得はもとより、患
者との対話を通じて病の背景を理解し、
患者の抱えている問題に対して全人格
的なアプローチを試みる臨床手法を身に
付けさせるなど、心優しい医師・看護職
者として信頼を得られる高い使命感や倫
理観等、人間形成に励む学生を育成す
る。

4 県民に対して広く高度先進医療を供給
し、県民が最も信頼して診療を受けること
ができるような奈良県の中核病院である
という自覚を熟成させる。

5 大学及び附属病院は、医学生・看護学
生の臨床・臨地実習の場としての役割を
果たすことにより、質の高い医師・看護職
者を養成し、地域医療の質の向上に寄
与する。

9 医療に携わる専門職がお互いの立場
を尊重し、良好なチームワークを構築
できる人材を育成する。

11 社会活動、地域医療への学生の参加
を推進し、地域医療においてリーダー
シップを発揮できる医療人を育成す
る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1 創造性豊かな研究活動を自立して行う
ことができる、深い専門性と高度な技
術を修得した人材を育成するためのプ
ログラムの充実を図る。

1 修士・博士課程に設置した「応用医学・
医療学」の充実を図るため、引き続き
学内の参加を募っていく。

2 国際的な視野を持ち、国際的に活躍で
きる豊かな知性・教養及び高度な専門
的能力の教育を強化したシステムを構
築する。

2 ・海外からの研究者を招きセミナーを
開催、積極的な広報を行い、大学院生
の参加を促す。
・研究者に必要であり学内で行ってい
る知財セミナーなどにも積極的な参加
を募っていく。

3 国際交流センターを設置し、留学生の
積極的受入れ、外国の大学との交流
協定の締結推進、大学院学生の海外
留学や海外での研究発表の奨励等を
積極的に行う。

3 海外研修を行う本学学生、本学で研修
を行う外国人学生に対する旅費等の
助成を継続して実施するとともに、海
外研修を修了した学生の学内成果報
告会（学生対象）を企画する。

4-(1) 医学研究科修士課程医科学専攻につ
いて、平成２４年度は既に定員５名を
満たす見込みであり、人材確保と研究
の更なる発展のため、引き続きＰＲを
行う。

4-(2) 平成２４年度からの大学院修士課程看
護学専攻の設置について周知徹底し
学生を募集する。さらにＣＮＳ設置の検
討を開始する。
 ※　ＣＮＳ（専門看護師）：看護系大学
院の修士課程において所定の単位を
取得し、公益社団法人日本看護協会
に認定を受けた、特定の専門看護分
野の知識・技術を深めた専門看護師

5-(1) 平成２２年度に見直した新たな基準
（対象教員に助教を追加）に基づき、医
学研究科博士課程の研究指導教員及
び研究指導補助教員の募集・審査を
行っていく。

5-(2) 医学研究科博士課程第３学年時にお
いて開催している研究報告会につい
て、研究の方向性やより一層の向上を
図るため、平成２４年度から発表の方
法など一定の規定を設けて効率よく実
施し、研究への取り組みや質の向上を
図っていく。

学士課程

医学研究科修士課程を設置し、医学・
医療・看護学関連領域で基本となる共
通教育科目、専門性をのばす専門教
育科目、修士論文作成を行う特別研
究科目の内容の充実を図る。

4

1 大学院課程では、研究・教育・臨床の
いずれの領域においても指導者となり得
る人材の育成を図るとともに、各専門分
野の高度な研究を推進する。

2 地域医療はもちろんのこと先進的医療
を積極的に取り入れることにより、国際
的にも通用する高度な研究と医療を通じ
て、奈良県の医療の質の向上はもとよ
り、広く人類の病気の克服と福祉に貢献
する医学者・看護学者を育成する。

3 医学・看護学をはじめ広く医療に関連
した分野にも門戸を開き、社会人はもと
より幅広く人材を求め、質の高い医療を
多角的にとらえて、基礎的研究や応用的
研究を推進できる環境を構築する。

5 質の高い博士論文となり得る研究テー
マを指導できる研究指導体制の充実を
図り、そのテーマを実現できる施設・機
器の充実を図るとともに、研究を完遂
できる研究費を確保することに努め
る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況
5-(3) 共用研究備品整備計画に基づき、先

端医学研究機構施設部運営委員会及
びＲＩ・動物実験・組換えＤＮＡ実験安全
の各委員会等と調整しながら機器の
充実に努める。また、平成２２年度に
実施した大学共同研究施設の活用状
況調査結果等を基に、大学共同研究
施設のさらなる有効活用を図る。

5-(4) ・競争的資金の募集の紹介及び採択
実績を学内ホームページ、学報に掲載
し、大学院生、研究者に周知を図るこ
とで、研究者の資金獲得意欲の醸成を
図る。
 ・関西ＴＬＯとの連携、「地域イノベー
ション戦略支援プログラム」により招聘
した特任助手及び「広域大学知的財産
アドバイザー」として派遣を受けている
参与の支援により外部資金獲得を目
指す。

6 基礎・臨床医学における研究情報ネッ
トワークの充実を図り、共同研究体制
を推進する。

6 学内ホームページ等を利用して、「学
内特別講演・特別講義」や研究シー
ズ・ニーズについての情報提供に努
め、研究者相互の情報交換を促進す
る。また、本学シーズ集を充実し企業
等へ積極的に配付する。

7-(1) 学報、ホームページ、同窓会報等によ
る研究内容や受賞の紹介を継続して
行うとともに、産学官連携による活動
状況についても紹介する。

7-(2) 大学院博士課程募集要項に専門医の
資格取得を目指すコースを記載し、広
く情報を発信する。また、新たに専門
医コースを設置する科目を募集する。

7-(3) 大学院における平成２１年度から順次
実施している様々の取り組み（本学の
修士課程から博士課程へ進学する場
合の入学料の免除、博士課程におけ
る早期課程修了制度、長期履修制度、
医員の大学院入学、学費の減免制度）
及びその利点について関係施設に発
信し、周知を図ることにより大学院生
の定員充足を目指す。

7-(4) 平成２４年度からの大学院修士課程看
護学専攻の設置について周知徹底し
学生を募集する。さらにＣＮＳ設置の検
討を開始する。

8 大学院同士の単位互換及び連携大学
院への参加などにより、新しい技術等
の導入を促進し、質の高い研究へと発
展させる。

8 大学院生の留学（国内外）についての
時期及び期間の制約（第２学年以上、
１年以内）を廃止して、第１学年からの
留学を可能にすることで研究の活性を
促す。

9 優秀研究に対する奨励賞を設ける。 9 優秀研究に対する奨励賞を設ける。
（中期計画達成済）

1 大学院課程では、研究・教育・臨床の
いずれの領域においても指導者となり得
る人材の育成を図るとともに、各専門分
野の高度な研究を推進する。

2 地域医療はもちろんのこと先進的医療
を積極的に取り入れることにより、国際
的にも通用する高度な研究と医療を通じ
て、奈良県の医療の質の向上はもとよ
り、広く人類の病気の克服と福祉に貢献
する医学者・看護学者を育成する。

3 医学・看護学をはじめ広く医療に関連
した分野にも門戸を開き、社会人はもと
より幅広く人材を求め、質の高い医療を
多角的にとらえて、基礎的研究や応用的
研究を推進できる環境を構築する。

5 質の高い博士論文となり得る研究テー
マを指導できる研究指導体制の充実を
図り、そのテーマを実現できる施設・機
器の充実を図るとともに、研究を完遂
できる研究費を確保することに努め
る。

7 修士課程・博士課程への大学院入学
志望者の増員を図るため、本学大学
院の積極的な紹介に取り組み、大学
連携によって交流を深める。また、医
療従事者を対象に、幅広く大学院の門
戸を開放し、教育・研究活動を支援す
る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1-
(1)

平成２４年度（平成２５年度入試）か
ら、医学科入学試験の大幅な変更を
行うが、オープンキャンパスや高大連
携、また高等学校や予備校等の進学
説明会の機会を捉え、変更点の説明
をするとともに、本学の魅力を積極的
にアピールしていく。

1-1-
(2)

県内の高校からの要請があれば、本
学での模擬講義を開講する。

1-1-
(3)

在学生からの情報を集めるとともに、
オープンキャンパスや入試案内会で寄
せられた質問に対する回答をとりまと
め、ホームページの「受験生コーナー」
に掲載する。

1-1-
(4)

・本学ＰＲのため出身高校や出身予備
校に出向く在校生に対して、旅費等の
援助を行い、在校生にも積極的に働き
かけて、本学ＰＲの機会を増やす。
 ・引き続き、入試説明会等へ積極的に
参加して、優秀な学生の本学受験意
欲を喚起する。

1-2

入学後の成績・進路等との関連を検証
して、入学者選抜方法に工夫・改善を
重ね、地域性と国際性に優れ、社会に
貢献できる優秀な人材の確保に努め
る。

1-2

・入試成績と入学後の成績について、
引き続き、追跡調査、分析を行う。
 ・平成２４年度（平成２５年度入試）か
ら、医学科入学試験の大幅な変更を
行うが、入試制度の円滑な実施と将来
を見据えた優秀な学生を確保するため
（仮称）入試センターの設置を検討す
る。
 ※ 医学科入学試験の大幅な変更：
推薦選抜(緊急医師確保枠)　（13名→
13名）
推薦選抜(地域枠)   （15名→25名）
一般選抜(前期日程)（65名→22名）
一般選抜(後期日程)(一般枠)（10名→
53名）
一般選抜(後期日程)(地域枠)（10名→
0）
 試験内容の変更（個別学力検査にお
いて小論文試験を廃止し、全日程で学
科試験を行う。）

1-3

奈良県内の優秀な医学部志願者を選
抜するため、平成２０年度入学試験か
ら地域枠を設ける。 1-3

奈良県内の優秀な医学部志願者を選
抜するため、平成２０年度入学試験か
ら地域枠を設ける。（中期計画達成済）

1 奈良県の医療と広く人類の福祉に貢献
できる優秀な人材を確保するため、地域
枠の設定等、入学者選抜方法の見直し
を行う。
　入学者選抜方法の改革に当たっては
公明性と公平性が担保される方法を原
則とする。

(２）教育内容等に関する目標

学士課程

1-1

県内の優秀かつ医療人として適切な
資質に富む人材を多く確保するため、
高大連携、オープンキャンパスを充実
する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

2-1

医学科においては、平成１８年度より
導入された新カリキュラム「ＭＤプログ
ラム奈良2006」を実効あるものにする
とともに検証し、改善する。
※ ＭＤ(Medical Doctor)：医師

2-1

 医学科では、平成１８年度より導入さ
れた新カリキュラム「ＭＤプログラム奈
良2006」を実効あるものにするとともに
検証し、改善する。さらにＥＣＦＭＧの
提言に対応する新カリキュラムを策定
する。
 ※ＥＣＦＭＧ（Educational Commission
for　Foreign Medical Graduates）： 外
国の医科大学卒業生のための教育委
員会。２０２３年から、米国外の医科大
学のうち、ＥＣＦＭＧの認証を受けた医
科大学の卒業生だけがＥＣＦＭＧの受
験が可能になる。試験の合格者は米
国内での勤務が可能となる。ＥＣＦＭＧ
の認証を受けるためには、大学のカリ
キュラムにおいて臨床実習期間７２週
が必要である。

2-2

入学直後から医療に関するモチベー
ションを高めるために、第１学年の医
学入門の充実を図る。

2-2

 医学科では、第１学年から「医学特別
講義」「医学特別実習」を設定したとこ
ろであり、継続して実施する。

2-3

奈良における歴史文化（医学史を含
む。）を学ぶことを契機として、将来に
活かすことのできる深い文化的教養を
身に付けさせる。

2-3

・医学科では、「医学特別講義」におい
て、奈良の歴史における医学や薬学に
ついての講義を行っているところであ
り、継続して実施する。
 ・看護学科では、新カリキュラムにお
いて、第１学年後期に「万葉の文学と
奈良文化を設定済みであり、継続して
実施していく。

2-4

学習者のニーズに合わせた履修を実
現するため、平成２０年度より医学専
門教育のカリキュラムに選択（必修）科
目を置き、単位制を確立する。 2-4

・医学科第３学年前期に設定した「地
域基盤型医療実習１」を「コンソ―シア
ム」に含めて選択必修科目として継続
する。
・｢研究医養成コース｣の設置と編入学
(第２学年)を実施し、学内からも希望者
を選抜する。

2-5

基礎医学の科目横断的なカリキュラム
を実現するため、平成２０年度より科
目の枠組みを越えた統合型基礎医学
講義を実施する。 2-5

基礎医学においてＴＢＬを実施し、一般
教育の教員も参加する。ＴＢＬのテーマ
は１分野に限定せず、複数の教室が
関係する科目横断的なテーマで実施
する。

2-6

平成１９年度より基礎医学（病理学、細
菌学、寄生虫学、薬理学、衛生
学）の一部と臨床医学を統合した新し
い疾患・診療体系別の臨床統合型講
義
を実施する。

2-6

平成１９年度より基礎医学（病理学、細
菌学、寄生虫学、薬理学、衛生学）の
一部と臨床医学を統合した新しい疾
患・診療体系別の臨床統合型講義を
実施する。（中期計画達成済）

2-7

医療専門職としての高い実践的能力
を身に付けるために、クリニカルクラー
クシップによる実践的な臨床医学教育
の充実を図る。
※ クリニカルクラークシップ：診療参加
型臨床実習

2-7

医学科第６学年前期に実施している学
外の施設を利用したクリニカルクラーク
シップについて、海外の大学病院での
研修生の増加を図る。

2 医学科では、医学・医療に関する基本
的な知識・技術を修得し、独創性、応用
力と豊かな人間性を身に付けた医師を
育成する。
　そのため、「挑戦と省察(Challenge and
Reflection)」をキャッチフレーズとした理
論と実践を並行して行えるカリキュラム
及び学年を越えた履修を可能とする統合
カリキュラムを発展させ、一般教育・基礎
医学・臨床医学を再編成した６年一貫教
育を実現する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

2-8

より適切な形成的評価、総括的評価を
行うために、「確信度」を付与したコン
ピュータ試験システムを開発し、実施
する。 2-8

より適切な形成的評価、総括的評価を
行うために、「確信度」を付与したコン
ピュータ試験システムを開発し、実施
する。（中期計画達成済）

2-9

生涯学習し続ける姿勢を体得するため
に、本学独自の教育プログラムをデザ
インし、実施する。

2-9

 生涯学習し続ける姿勢を体得するた
めの教育プログラムとして、平成２２年
度から「６年一貫教育授業科目」の中
に設置した「地域基盤型医療教育コー
ス」を継続して実施する。

3-1(1)

看護学科第３年次編入学試験につい
て定員を５名に改正し、平成２５年度入
試を実施する。

3-1(2)

・看護学科では、教育の成果・効果の
検証を、看護教育検討会及び看護学
科カリキュラム部会で継続的に実施す
るとともに、保健師助産師看護師法改
正および文部科学省より提示されたコ
アカリキュラムを踏まえてカリキュラム
の充実を図る。
 ・看護学科カリキュラム検討部会で検
討した教員増員・配置や設備面等の必
要事項の実現化を図る。

3-2

臨地実習の充実を図り、実践能力を身
に付けた看護職者を育成する。
・看護専門職としてのモチベーションを
高めるために、入学早期から体験学習
を取り入れる。
・確実な専門的判断力と熟練した看護
技術に基づいた看護実践の総合的能
力を養う。

3-2

看護学科では、看護実践能力習得の
ため、入学年度から技術演習を強化
し、明確化した到達度にあわせて、習
得すべき技術項目の充実を図る。
  また、第２学年後期及び第３学年前
期において、各看護学援助論を配置す
ることにより、第３学年後期からの各看
護学実習への継続性を維持させ、 更
なる教育内容の充実及び臨地実習の
充実を図る。

4-1

ネイティブスピーカーとの会話の機会
を設ける。また、レベルに応じた英会
話ラウンジを設ける。

4-2

英会話に関する一定レベルの能力を
身に付けさせ、基本的なコミュニケー
ション能力の修得を図る。

4-3

国際交流センターを設置し、外国の大
学との提携による研修機会の充実を
図る。 4-3

国際交流センターを設置し、外国の大
学との提携による研修機会の充実を
図る。
          （中期計画達成済）

5-1

常にメディアを通じてニュース等に接す
るとともに、一般的な書籍等を広く読書
する態度・習慣を身に付けさせる。 5-1

・厳橿文庫を継続して設置するととも
に、文庫内容の充実を図る。
 ・使いやすさ向上のため、書棚を追加
設置する。

5-2

社会の事象・問題等についても関心を
持ち、観察し、洞察する能力を育成す
る。

5-2

図書館に時事・社会・国際問題を扱っ
た新聞やニュース雑誌、さらに経済・産
業面を扱った新聞を備え、学生に利用
しやすい環境作りを行っており、継続し
て実施する。

4 国際化時代におけるコミュニケーション
能力の向上を目指し、学部教育を通じて
英語等の外国語教育の充実を図る。そし
て、日常的及び医学的環境において外
国人との基本的な会話が可能となる水
準を目指す。

5 医学のみならず、広く社会の動向にも
関心を示し、主体的に課題を抽出し学習
できる態度を身に付けさせる。

3 看護学科では、社会の要請に応えられ
る確かな専門性と豊かな人間性を兼ね
備えた看護職者の育成を目指して、理論
と実践を統合したカリキュラムを策定し、
実施する。

2 医学科では、医学・医療に関する基本
的な知識・技術を修得し、独創性、応用
力と豊かな人間性を身に付けた医師を
育成する。
　そのため、「挑戦と省察(Challenge and
Reflection)」をキャッチフレーズとした理
論と実践を並行して行えるカリキュラム
及び学年を越えた履修を可能とする統合
カリキュラムを発展させ、一般教育・基礎
医学・臨床医学を再編成した６年一貫教
育を実現する。

4

ネイティブによる英会話ラウンジを継続
して実施する。

3-1

現行のカリキュラムについて、看護学
基礎教育として適正かどうか、また、基
礎から応用まで一貫性があるかどうか
といった観点から評価を行う。
・カリキュラムが人間や社会について
の理解を深め、看護学の基礎の修得
に資するものとなっているかを検討す
る。
・看護専門科目の講義・演習・実習が、
統合・系統的に配置されているかを検
討する。
・教育の成果・効果の検証を継続的に
実施する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

6-1

奈良県大学連合を他大学と協力してさ
らに充実させ、教育・研究の発展と向
上、文化、学術の創造、さらには地域
社会への貢献を図る。

6-1

引き続き奈良県大学連合への積極的
な参加を行う。

6-2(1)

・学術交流等の協定を締結している各
大学との共催シンポジウムの開催や
教員・学生の交流を推進する。
・連携協定を締結している早稲田大学
とのコンソーシアム事業を継続して実
施する。
・｢研究医養成コース｣の設置（早稲田
大学、関西医科大学と連携）と編入学
(第２学年)を実施し、学内からも希望者
を選抜する。

6-2(2)

例年通り、医学教育学会及び学術集
会に教員等を派遣する。

7(1)

医学科では、医師を地域定着させるた
めのカリキュラムとして平成２２年度よ
り「地域基盤型医療教育コース」を新
設している。さらに「研究医養成コー
ス」を設置し、連携協定を締結している
早稲田大学、関西医科大学の協力も
得て、これを発展させる。

7(2)

看護学科では、医学科と共同の「地域
基盤型医療教育カリキュラム」に参画
し、連携協定を締結している早稲田大
学等の協力も得て地域看護学領域の
充実に向けて、引き続き検討する。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1(1)

文部科学省等の補助金に採択された
研究テーマ等をホームページ、学報に
掲載する。

1-1(2)

授業料減免制度について引き続きＰＲ
していくとともに、専門医コースの併設
なども広く周知し、大学院生の増員を
図る為の検討をしていく。

1-1(3)

研究指導の充実を図るため、研究指
導教員及び研究補助教員の募集を継
続して実施していく。

1-2

社会人入学の充実を図る。

1-2

社会人入学の推進のため、大学院の
早期履修制度及び長期履修制度とそ
の利点を各医療機関に通知し、ホーム
ページや学報等を通じて広く、情報発
信する。

1-3

本学の専修生・研究生、他学卒業生及
び外国人を博士課程に受け入れるよう
に努め、博士課程の充足率の向上を
図る。

1-3

授業料減免制度について引き続きＰＲ
していくとともに、大学院生の増員を図
る為の検討をしていく。

1-1

体験、実習を重視し、学外保健・療養
施設における地域健康医学体験、地
域看護学実習、山間地における地域
医療体験実習、救急車搭乗体験実習
等をカリキュラムとして充実させる。

大学院課程

7 地域における保健・医療に対する学生
の理解と関心を高めるために、学外の保
健・医療施設等と積極的に連携して、地
域における医療体験実習を推進する。

7

6 他大学との教育･研究面における交流
や教員・学生の交流を積極的に推進す
る。

1 優秀な人材の確保と社会に開かれた
大学院を目指し大学院制度を充実させ、
進歩めざましい医学・看護学をはじめと
する医療を積極的に学び、研究する人材
を受け入れる。

6-2

共催のシンポジウムやワークショップ
を教員・学生が協力して企画し、教員・
学生の大学間の交流を積極的に推進
する。

学部卒業後直後あるいは数年間の臨
床経験後の大学院進学を促進するた
め、積極的な進路指導を行い、質の高
い医療に科学的に挑戦する熱意を啓
蒙する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

2-1

修士課程を早急に設置し、平成２０年
度入学を目指し、広く医療に関係す
る分野に関する探究心の旺盛な人材
を社会人も含め広く募る。 2-1

・大学院修士課程看護学専攻が設置
されたことについて周知徹底し、学生
を募集する。
・大学院修士課程看護学科専攻の組
織体制を整備する。

2-2

修士論文審査の方法を検討し、研究
指導及び学位審査を行う教員の充実
を
図る。

2-2

平成２４年度は既に修士課程の定員を
充足する見込みであり、これに対応で
きる教員の充実を図る。

2-3(1)

・大学院生の研究報告会について、さ
らに質の高い論文作成に寄与する手
法を検討して改正を行い、研究の目
標、達成を明確にする。
・社会人大学院生が増加してきてお
り、研究が適正に遂行されているかの
実態調査を行う。

2-3(2)

大学が所有する研究用共用備品の
ホームページ掲載について、その内容
（機種数及びその画像）を充実させる。
また、平成２２年度に実施した大学共
同研究施設の活用状況調査結果等を
基に、大学共同研究施設のさらなる有
効活用を図る。

2-4

研究能力修得の判定に用いる客観的
審査基準のレベルアップを図る。

2-4

研究指導教員による大学院生に対す
る評価と大学院生による研究指導教
員に対する評価については継続して実
施する。また、評価項目については運
営委員会にて再検討する。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

社会的・地域的要請、学問領域の消長
を考慮し、全学的見地から教員及び職
員の適正かつ弾力的な配置の実施を
図る。

1-1

引き続き、教員及び職員の適正かつ
弾力的な配置の実施のため組織体制
を見直す。

1-2

教員の教育活動を支援するため、小グ
ループ学習、実習、演習の際のＴＡ制
度やＲＡ制度の導入についての取組み
を行う。
※ ＴＡ(Teaching Assistant)：大学院学
生が学部教育の補助を行う制度
ＲＡ(Research Assistant)：大学院学生
を研究補助者として参画させる制度

1-2

教員の教育活動を支援するため、小グ
ループ学習、実習、演習の際のＴＡ制
度やＲＡ制度の導入についての取組み
を行う。（中期計画達成済）
 ※　ＴＡ(Teaching Assistant)：大学院
学生が学部教育の補助を行う制度
※　ＲＡ(Research Assistant)：大学院
学生を研究補助者として参画させる制
度

1-3

地域と連携した看護実践研究プロジェ
クトを構築し、看護の質の向上を図る。

1-4

看護実践に関する研究及び看護実践
者のキャリアアップの研修を行うため、
看護実践研究センターの設立に向け
た取組みを行う。

(３）教育の実施体制等に関する目標

1 教育目標の実現を図るため、教員及び
職員の適正な配置を含め、必要な教育
体制及び教育支援体制を整備する。

2 修士課程・博士課程においては、質の
高い医療を総合的に研究できる機会を
広げる。
専門職大学院等の導入についても状況
を見極めながら検討を行っていく。

2-3

質の高い研究ができる環境を整備す
る。

看護実践研究センターの設立に向け
て、本学の特性を考慮して、具体的な
設置について組織、業務内容について
検討を開始し、準備委員会を設置す

る。1-3
1-4



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

2(1)

機関リポジトリへの登録コンテンツの
充実を引き続き進めるとともに、本学
で構築予定の研究者情報データベー
スとの連携を実現し、幅広く本学の教
育・研究内容を蓄積・公開する。

2(2)

附属図書館の利用者サービスの充
実、学術情報基盤の充実、地域貢献
活動の実践に向け、目標を定め、順次
取り組んでいるところであり、継続して
実施する。

3-1

学生による教員の授業評価等の評価
結果を教員にフィードバックして、教育
の質の改善に活用する。

3-1

医学科及び看護学科において学生に
よる教員個々の授業評価の実施を促
進するとともに、結果を授業担当者に
フィードバックし、授業改善への対応に
ついての調査を実施する。

3-2

教員相互による授業評価の結果を活
用するなど、若手教員の指導に向けた
取組みを進める。

3-2

・複数の講座が参画する医学科第３学
年及び第５学年の「チーム基盤型学
習」において教員相互による授業評価
を実施する。
 ・今後、教員評価においては教員相互
による評価を推進する。
・医学部長、各教育部長、教育開発セ
ンターで教員相互評価を推進すること
を検討する。

3-3(1)

・医学看護学教育討論会を継続して実
施する。
・「地域基盤型教育フォーラム」も継続
して実施していく。

3-3(2)

医学看護学教育討論会を引き続き
ワークショップ形式で開催する。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1(1)

・平成２２年度に実施した｢学生生活実
態調査｣の結果に基づき、各所属で引
き続き、課題抽出、検討、改善、改良、
事業化を行っていく。
・平成２４年度予算化を図ったものは、
着実に実行する。

1-1(2)

・警察等各関係機関の協力を得なが
ら、引き続き、防犯啓発活動を行って
いく。
・学生便覧に防犯に関する内容掲載を
行い、学内外の生活において防犯に
心がけるよう入学当初から注意を促
す。特に実習等での学外における防犯
及び安全対策については折に触れ教
員による具体的な注意・指導を行う。
・医学科学生生活部会員への女性教
員登用をさらに進めるため、各教育協
議会に協力を依頼する。

(４) 学生への支援に関する目標

1 学生が充実した学生生活を送るため
に、学習支援・生活支援体制等、環境の
充実を図る。
・学生がかかえる種々の問題に対応する
体制を整備する。
・学年の壁を越えた学生相互学習支援
体制等を整備する。
・学習及び自己評価などを行うに当たっ
て、学生が能動的に、いつでもどこから
でも情報にアクセスできる環境を整備す
る。

3 教員の教育活動についての評価を適
切に行い、評価結果を活用することなど
により、教育の質の向上を図る。

1-1

学生生活部会を中心に、学生生活実
態調査を行い、学生の修学環境改善
に
ついての取組みを行う。

2 より充実した教育・研究環境を構築す
る。

2

図書館機能を充実させ、総合学術情
報センターへの発展を含めた取組みを
行う。
・附属図書館及び学内ネットワークの
有機的な連携を図る。
・学内情報システムのあり方について
検証する。
・市民への公開サービスを促進する。

3-3

学内教育討論会、教育ワークショップ
などのＦＤを実施し、教員の教育能力
を高めるとともに、教員及び職員が一
丸となって教育改革を進める。
※ ＦＤ(Faculty Development)：教員の
能力や資質の開発



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

1-2

平成２１年度末までに学生による教育
設備や学習支援体制の評価と、それを
フィードバックさせる体制の構築を図
る。 1-2

・平成２２年度に実施した｢学生生活実
態調査｣の結果に基づき、各所属で引
き続き、課題抽出、検討、改善、改良、
事業化を行っていく。
・平成２４年度予算化を図ったものは、
着実に実行する。

1-3

大学全体としての奨学制度の整備に
ついての取組みを行う。

1-3

外国人の大学院生の授業料減免につ
いては、生活実態調査を行うなど、減
免についての基準の検討を行う。

1-4(1)

・各クラブキャプテンや学年総代、学生
自治会役員を対象に、指導者としての
心構え、メンタル面などをテーマにした
「リーダーズセミナー」を定期的に開催
する。
 ・医学科では、第１学年を対象とした
担任制を試行する。
 ・看護学科では、プリセプターシステ
ム活用により第１～４学年を縦割りに
したグループ編成に基づく各学年のメ
ンバーと教員が適宜集まり、先輩と後
輩の交流の場を設けることで、お互い
の情報交換やアドバイスによる問題解
決のきっかけとし、学生個々の心身の
悩み相談についても、担当教員を窓口
として対応し、学科全体で支援する体
制を今後も継続実施する。

1-4(2)
「学生カウンセリングルーム」を運営す
る。

1-5

全学生を学内ネットにユーザー登録
し、学生控室・講義室等どこからでも常
時最新情報に接続できる環境を整備
する。

1-5

学内ネットにより、講義資料へのアクセ
スが可能となるシステムについて、平
成２４年度中に構築を図り、平成２５年
度から本格的に運用を行う。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1 独創性豊かで広く世界からも評価され
るレベルの高い医学・看護学に基づいた
ニューフロンティアの医療研究に取り組
み、「ナンバーワン」分野をもった特色あ
る大学を目指す。 1

産業界、県・国の行政、本学との間で
コミュニケーションを図る研究支援シス
テムを構築し、定期的に相互理解をは
ぐくむ機会（シンポジウム、講演会、懇
親会等）を設ける。 １

産学官連携を推進するため、民間企
業や行政等との交流の場へ積極的に
参加するとともに、知的財産セミナー
等を開催し交流の機会を設ける。ま
た、奈良県が採択された「地域産学官
連携共同研究拠点整備事業」により導
入したテレビ会議システムの有効活用
を図る。

2(1)

研究者の研究意欲の醸成を図るた
め、学術研究で優れた業績をあげた教
員に対し「中島佐一学術研究奨励
賞」、特に女性研究者に対しては「女
性研究者学術奨励賞」を授与し、その
研究成果を発表する機会を設ける。

2(2)

研究者の研究意欲を醸成し、国際的
研究の推進を図るため、外部の研究
奨励賞等の受賞状況について、報道
資料の提供、ホームページや学報へ
の掲載を行う。

２ 研究に関する目標

(１) 研究水準及び研究の成果等に関する目標

1 学生が充実した学生生活を送るため
に、学習支援・生活支援体制等、環境の
充実を図る。
・学生がかかえる種々の問題に対応する
体制を整備する。
・学年の壁を越えた学生相互学習支援
体制等を整備する。
・学習及び自己評価などを行うに当たっ
て、学生が能動的に、いつでもどこから
でも情報にアクセスできる環境を整備す
る。

1-4

全学生が参加する「プリセプターシステ
ム」を活用し、屋根瓦方式で行う学生
相互学習・生活支援体制の充実を図
る。
※ プリセプターシステム：６学年を縦割
りにした学生グループによる相互支
援・学習システム
※ 屋根瓦方式：学年の上の者が下級
生を教える指導方式

2 大学の枠にとらわれず、国内外にわた
る共同研究、産学官協調を積極的に推し
進め、医療、健康・福祉、産業など様々
な分野に貢献できる基礎的・応用的研究
を発案・醸成・成就させる。

2

独創的研究テーマを積極的にとりあげ
るとともに、そのための研究グループ
の形成、研究成果の醸成を促進する
研究支援システムを構築し、国際的研
究を推進する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

3

本学を中心にした、臨床応用研究推進
の基盤としての奈良メディカルネット
ワークを構築する。
※ 奈良メディカルネットワーク：医療情
報・技術の提供等のほか、県全域の医
療・福祉レベルが等しく向上するよう、
本学が奈良県を中心とした地域の臨
床試験・臨床研究、さらには高度先進
医療の受け皿として総合医療の拠点
機関としての役割を果たす必要があ
る。
この一環として、総合医療情報システ
ムを基に構築を目指す県内医療情報
ネットワークを活用して、当該システ
ム、本学の臨床治験及び地域連携推
進部門等と県、関係機関及び県内医
療機関との臨床応用研究等に関する
ネットワーク化を推進していく上で調整
機能を担う機関

3

奈良メディカルネットワークのベースと
なる大和路医療情報ネットワークの構
築検討に向けて、県と意見交換を行う
とともに、県内の関連病院等との連携
を図り、臨床研究等を進める。

4

大学全体として取り組む共同研究プロ
ジェクトを構築、推進する。

4

文部科学省より採択を受けた「地域イ
ノベーション戦略支援プログラム」を活
用した共同研究プロジェクトを推進す
るほか、関西ＴＬＯとの連携による共同
研究プロジェクトを推進するなど、様々
な共同研究プロジェクトを推進し、外部
資金獲得を目指す学内体制づくりを進
める。

5

トランスレーショナルリサーチを目指し
た基礎医学と臨床医学の連携を強化
し、医学・医療への貢献を目指す。
※ トランスレーショナルリサーチ：大学
の基礎的研究成果を附属病院におい
て臨床応用するための体制

5

文部科学省より採択を受けた「地域イ
ノベーション戦略支援プログラム」を活
用した共同研究プロジェクトを推進す
る。
また、学報、ホームページ等への研究
内容の紹介、研究シーズ・ニーズにつ
いての情報提供に努め、研究者相互
の情報交換を促進する。

6

国内外との共同研究を奨励する。

6

産学官連携推進センターに配置した特
任教授のもと、国内外との共同研究を
推進する。また、本学シーズ集を充実
し企業等へ積極的に配付するなど研
究シーズ・ニーズを情報発信する。

7

産学官共同研究を積極的に推進す
る。

7

産学官連携推進センターにおいて、共
同研究取扱規程、受託研究取扱規
程、研究資料取扱規程等を策定すると
ともに、同センターに配置した特任教
授のもと、産学官での共同研究を推進
する。また、本学シーズ集を充実し企
業等へ積極的に配付する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

競争的資金獲得のための方策、外部
資金獲得のための受託事業等の拡
大、学外との共同プロジェクト研究の
企画・立案を推進するため、研究推進
室を充実する。

1-1

産学官連携推進センターに配置した特
任教授のもと、競争的外部資金の獲
得、共同研究・受託研究、学外との共
同プロジェクト研究等を推進する。
また、関西ＴＬＯとも連携し、競争的資
金獲得を推進する。

1-2

大学が重点的に取り組む領域や活動
性の高い分野において、学内研究資
金の傾斜配分を行う。

1-3

奈良県の医療向上に寄与する重点的
分野を設定し、それへの支援を行う。

1-4

ポスドク制度の拡充を図る。
※ ポスドク：博士課程修了後、研究者
としての能力を更に向上させるため、
引き続き大学などで研究事業に従事
する者

1-4

人件費付き競争的研究経費の獲得に
向け、科学研究費補助金等の応募前
に効果的な応募に関する説明会を開
催し、啓発する。

1-5

若手研究者の留学支援制度を充実さ
せる。

1-5

無給休職による教員の海外留学制度
及び休職期間中の教員の補充につい
て制度化済。
医学科同窓会による海外留学助成金
（厳橿学術奨励賞）を活用して、若手研
究者の留学支援を行う。
また、公的助成による留学制度の周知
を行う。

2-1

奈良先端科学技術大学院大学をはじ
め関西文化学術研究都市（けいはん
な学研都市）関連の大学や研究所など
との連携を図る。

2-1

・連携協定を締結している奈良先端科
学技術大学院大学や同志社女子大学
等との連携推進を図る。
・文部科学省・経済産業省・農林水産
省の３省合同公募研究に選定された
「地域イノベーション戦略推進地域」
（けいはんな学研都市ヘルスケア開発
地域）に参画し、連携を図る。

2-2

外国との共同研究を活発にするため
の、研究者の短期・長期派遣支援制度
さらには外国からの共同研究者の受
入れ体制を充実させる。 2-2

同窓会による留学助成（厳橿学術奨励
賞）、（仮称）若手研究者国際学会発表
支援事業及び公的助成による留学制
度の周知を行う。

2-3

人事交流を含め、電子工学・物性工
学・医療工学等の理工学系研究者の
確保に努める｡

2-3

早稲田大学との連携協力協定に基づ
き、医工連携の推進を検討する。
また、文部科学省より採択を受けた
「地域イノベーション戦略支援プログラ
ム」により招聘した工学系の特任教員
と連携し共同研究プロジェクトを推進す
る。

(２) 研究実施体制等の整備に関する目標

1 競争的資金の獲得に努め、研究者・臨
床医の独創的・萌芽的なアイデアを活用
できる研究支援体制とともに、将来を担う
若手研究者育成体制を整備する。

2 各領域の研究成果の公開を通じて、学
内はもちろん国内外との共同研究を推進
するための研究支援体制を整備する。

1-2
1-3

講座研究費及び教員研究費の配分方
法については、「講座・教員研究費に

関する検討会」において、さらに検討を
継続していく。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

3-1

研究支援体制の見直し・整備・充実を
図る。

3-1

 教育研究担当理事及び研究部長を中
心に、研究支援体制の見直し・整備・
充実を推進する。具体的には、
 ・研究用備品については、共用研究
備品整備計画に基づき、先端医学研
究機構施設部運営委員会及びＲＩ・動
物実験・組換えＤＮＡ実験安全の各委
員会等と調整しながら機器の充実に努
める。
 ・平成２２年度に実施した大学共同研
究施設の活用状況調査結果等を基
に、大学共同研究施設のさらなる有効
活用を図る。
 ・女性研究者支援センターを中心とし
て、女性研究者の研究環境の改善を
図る。
 ・科学研究費補助金の採択率向上の
ため、経験豊富な研究者による申請書
の事前チェックを行う。
 ・新任の基礎系教授に対するスタート
アップ支援として研究費を追加措置す
る。

3-2

学内の施設・設備・機器・人材を目的
に応じて有効活用を図る。

3-2

・共用研究備品整備計画に基づき、現
有機器の有効活用を図るとともに、そ
の必要性を検討し、不要なものがあれ
ば処分する。
 ・平成２２年度に実施した大学共同研
究施設の活用状況調査結果等を基
に、大学共同研究施設のさらなる有効
活用を図る。
 ・女性研究者支援センターを中心とし
て、女性研究者の研究環境の改善を
図る。
 ・科学研究費補助金の採択率向上の
ため、経験豊富な研究者による申請書
の事前チェックを行う。

3-3

本学の研究成果の提供を通して社会
に貢献する観点から、先端医学研究
機構を拡充・発展させる。平成１９年度
末までに、そのための方策について検
討を行い、本学の今後の寄附講座の
招致や産学官連携の活性化にも寄与
するものとなるようにする。 3-3

寄附講座を招致するため、シンポジウ
ムや知的財産セミナーの開催、他機関
主催の産学官交流の場への参加など
多角的な取組みを進めるとともに、研
究シーズ・ニーズを産業界に対して発
信する。
また、産学官連携推進センターにおい
て、産学官での共同研究を推進する方
策について検討する。

3 先端医学研究機構の高度な整備・拡
充を図る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

4-1

医療の質、臨床疫学研究の支援体制
を確立する。

4-1

教育研究担当理事及び研究部長を中
心に、支援体制の充実を図る。具体的
には、
・研究用備品については、共用研究備
品整備計画に基づき、先端医学研究
機構施設部運営委員会及びＲＩ・動物
実験・組換えＤＮＡ実験安全の各委員
会等と調整しながら機器の充実に努め
る。
 ・平成２２年度に実施した大学共同研
究施設の活用状況調査結果等を基
に、大学共同研究施設のさらなる有効
活用を図る。
 ・女性研究者支援センターを中心とし
て、女性研究者の研究環境の改善を
図る。
 ・科学研究費補助金の採択率向上の
ため、経験豊富な研究者による申請書
の事前チェックを行う。
 ・（仮称）地域医療学総合研究所設置
を目指した調査を開始する。

4-2

生命科学部門と社会医学部門の連携
を図る。

4-2

 ・生命科学部門と社会医学部門の連
携を図るため、学報、ホームページ等
への研究内容の紹介、研究シーズ・
ニーズについての情報提供に努め、研
究者相互の情報交換を促進する。
・（仮称）大和漢方医学薬学（研究診
療）センター設置を目指した検討を開
始する。

4-3

奈良県における臨床疫学研究の基幹
施設としての体制づくりを図り、その成
果を世界に発信する。

4-3

・本学の研究活動情報を発信するた
め、研究シーズ集を充実するとともに、
ホームページ上でも公開する。
 ・（仮称）大和漢方医学薬学（研究診
療）センター設置を目指した検討を開
始する。

5-1

研究推進室に知的財産を所管する部
署を設ける。

5-1

研究推進室に知的財産を所管する部
署を設ける。（中期計画達成済）

5-2

知的財産ポリシーに基づいて本学の
知的財産を管理・運用し、産業界への
権利の移転・活用促進等を効率的に
行っていく。

5-3

知的財産に関係する外部の諸機関と
の有機的な連携を図る。

6-1

臨床試験センターを設置し、臨床治
験、医師主導型臨床研究を積極的に
推進する。 6-1

治験(医師主導治験を含む。)及び臨床
研究件数の増加に努める。

4 生命科学部門、社会医学部門の双方
をバランス良く充実させる。
社会医学の充実を目指して、ＳＰＨの導
入について状況を見極めながら必要に
応じて検討を行っていく。
※ ＳＰＨ(School of Public Health)：公衆
衛生大学院

5-2
5-3

知的財産ポリシーに則って職務発明
規程等を改正し、知的財産を原則、法
人帰属として組織的かつ一元的に管
理し、その活用を図る。

5 研究成果について、知的財産としての
管理・運用を図り、社会に貢献する。

6 産学官の連携を進め、企業との共同研
究や企業からの受託研究を積極的に推
進する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

6-2

寄附講座の招致を奨励する。

6-2

・シンポジウムや知的財産セミナーの
開催、他機関主催の産学官交流の場
への参加など多角的な取組みを進め
るとともに、研究シーズ・ニーズを産業
界に対して発信する。
 ・（仮称）大和漢方医学薬学（研究診
療）センター設置を目指した検討を開
始する。

6-3

産学官連携活動を進める上で必要と
なる専門知識に富んだ民間の人材を
活用するための体制づくりを行うととも
に、人材育成を図る。 6-3

産学官連携推進センターに配置した専
任職員（特任教員）のもと、実務経験に
基づく人材育成を図る。

6-4

平城遷都１３００年記念事業の開催
（平成２２年）に合わせて、奈良の薬や
医学の歴史に関する研究成果の発信
に向けた取組み等を行う。

6-4

（仮称）大和漢方医学薬学（研究診療）
センター設置を目指した検討を開始す
る。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1(1)

患者満足度調査・「声のポスト」・総合
相談窓口等を通じて患者等の意見や
ニーズ把握に努めるとともに、「患者
サービスあり方検討委員会」等を通じ
て、患者の満足度の向上に向けた取
組みを推進する。

1-1(2)

患者の利便性・満足度の向上等を目
指し、外来診察室のドア改修、外来エ
リアの天井、壁の塗り替え等行う。

1-2(1)

公開講座や教育講座を開催し、予防
医学や健康医学等、疾病・身体、健康
管理情報を積極的に発信する。

1-2(2)

本学ホームページや公開講座等によ
り、予防医学や健康医学等に関する情
報を発信する。

優れた医療人の育成と高度先進医療の開発・提供を行い、本学附属病院の教育・研究・
診療機能の向上を目指す。
また、総合医療情報システムを十分に活用することにより、奈良県の中核病院として地域
医療機関との連携を一層緊密にするとともに、患者サービスの向上と病院経営の合理
化・効率化を図る。

1 患者に信頼される良質で安全な医療
の提供を行う。

6 産学官の連携を進め、企業との共同研
究や企業からの受託研究を積極的に推
進する。

３ 診療に関する目標

1-2

予防医学や健康医学等、疾病・身体、
健康管理情報を積極的に発信し、患
者の意識啓発に貢献する。

1-1

患者からの要望や意見を活かし、患者
の満足度を向上させることができるシ
ステムの充実・強化を図る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

1-3

患者に対する診療内容の説明等を迅
速かつ的確に行うとともに、個人情報
の適正な管理体制の構築・充実を図
る。

1-3

治療や検査等の結果や同意書等を電
子カルテに取込む体制を整備するとと
もに、クリティカルパスについて、その
整備を推進する。

1-4(1)

・引き続き効果的にＰＤＣＡサイクルが
回るように、院内ラウンドの方法を見
直し、活性化させる。
 ・インシデント・アクシデントに関して
は、「ＲＣＡ分析」の方法を検討する。
 ・引き続き医師からのインシデント・ア
クシデント報告の件数が増える取り組
みを行う。
※ＲＣＡ分析：根本原因分析と称し、根
本原因を論理的に解析していく方法

1-4(2)

・各部署のリスクマネージャーを院内ラ
ウンドに同行させ、他部署の現状を知
ることにより、自部署のリスクマネジメ
ントに役立てるとともに、その結果を分
析しリスクマネージャー会議で発表す
る機会を設ける。
 ・「医療安全管理マニュアル」の内容
が遵守できるように全体的な見直しを
行い、現場で更に活用できるように改
善をする。

1-4(3)

・全職員（２回以上／年）の研修会参加
を実現する。テーマ、開催時間、対象
者、回数等を工夫する。
・ＢＬＳ・ＡＥＤ使用訓練を病院の活動と
して定期的に開催できるように検討を
重ねる。

1-5

病院機能や診療環境に対する評価制
度の導入についての取組みを行う。

1-5

病院機能や診療環境に対する評価制
度の導入についての取組みを行う。
（中期計画達成済）

2-1(1)

診療情報ネットワーク内のホームペー
ジ上に手続きを含めた先進医療申請
に関する情報をアップし、院内周知を
図る。

2-1(2)

・治験センターの安定的かつ効果的な
運用に努めるとともに、医師主導治験
や国際治験を推進する。
 ・県立病院の電子カルテ運用状況を
把握し、県と奈良メディカルネットワー
ク構築検討に向けた意見交換を行う。

2-1(3)

ホームページにアップした先進医療に
関する情報を新たな届出ごとに更新す
る。

2 特定機能病院としての役割を踏まえ、
高度先進的、総合的で良質な医療の開
発と提供を行う。

2-1

高度先進医療の積極的な開発・提供
を目指す。また、臨床試験、医師主導
型臨床研究の実施を目指した体制を
整備し、新情報を発信する。

1 患者に信頼される良質で安全な医療
の提供を行う。

1-4

医療安全推進室等、院内検討組織の
活動を一層推進し、安全管理体制の
充実を図る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

2-2

高度救命救急センター、総合周産期母
子医療センター、感染症センター、精
神医療センター等がそれぞれの機能
を十分に果たす。

2-2

高度救命救急センター、感染症セン
ター、精神医療センター、総合周産期
医療センター、メディカルバースセン
ター等が十分に機能を果たすことがで
きるよう、県との連携を密にしながら確
実な運営に努める。また、メディカル
バースセンターについては、前年度を
上回る稼働実績を目指すため、助産
師の確保・増員に努める。

2-3

平成２０年度末までに、関係診療科が
有機的に連携し、患者に対する全人
的・総合的医療の提供に努め、疾病を
臓器を越えて病因別にとらえた統合的
な医療システムの構築に向けた取組
みを行う。

2-3

・疾病を臓器を越えて病因別にとらえ
た統合的な医療システムの構築に向
けて検討を続けるとともに、総合診療
科のあり方や形成外科センターの設置
等についての検討を行う。
 ・腫瘍センター等、診療科横断的な体
制の充実に向け検討する。

2-4

患者動向の変化や医療技術の進歩等
にも柔軟に対応できるよう、診療科組
織・体制の見直しに努める。 2-4

患者動向の変化や医療技術の進歩等
にも柔軟に対応できるよう、診療科や
検査部門等の組織・体制の見直しに努
める。

2-5

特定機能病院に相応しい医療機器の
整備を行う。

2-5

特定機能病院等本院の位置付け、役
割に相応しい医療機器の整備を行う。

3-1(1)

・研修医各々のニーズに応じたきめ細
やかなカリキュラムを作成することによ
り、研修医の満足度を高めるとともに、
後期研修医としての継続勤務志向を
高める。
 ・住居手当及び通勤手当を継続して
支給するなど、研修医の処遇改善を図
る。

3-1(2)

臨床研修医や医員が研修に専念でき
るよう、臨床研修センターの体制整備
や研修環境の改善等に取り組む。

3-2

優秀な医療人を確保するため、医員に
ついて処遇の充実に取り組む。

3-2

優秀な医療人を確保するため、医員の
処遇について検証しながら、充実に務
める。

3-3(1)

医師・看護職者・コメディカル等医療関
係職員に高度な専門的知識と能力を
修得させるため、必要な研修会等への
派遣を推進・充実する。

3-3(2)

・平成２２年度に設置した地域医療学
講座により、地域医療を担う医師の
キャリアパスの構築及び支援について
の調査・研究を行う。
 ・専門的知識や能力を身に付けさせる
ため、附属病院内において実施する研
修を継続するとともに、研修内容等の
充実を図る。

2 特定機能病院としての役割を踏まえ、
高度先進的、総合的で良質な医療の開
発と提供を行う。

3 先進医療の開発や地域医療の確保に
必要となる優秀な医療人の育成を図る。

3-1

卒後臨床研修センターを中心として、
臨床研修プログラムや専門医養成プ
ログラム等研修カリキュラムの充実を
図るとともに、臨床研修・臨床実習に
専念できる体制整備を推進する。

3-3

医師・看護職者・コメディカル等医療関
係職員の高度な専門的知識と能力養
成のため、職種ごとに研修等の充実を
図る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

3-4

臨床研修協力病院との連携を深め、
地域医療を担う優秀な人材の輩出に
努める。

3-4

研修病院合同説明会への参加、協力
病院に対する指導医講習会等への参
加の促進及び協力病院・診療所にお
ける地域医療研修の実施により協力
病院等との緊密な連携を図る。

3-5

臨床試験、医師主導型臨床研究の実
践を担う研究者・コーディネーターの育
成を図る。 3-5

薬剤師の正規職員を１名増員し、臨床
試験等の実践を担うコーディネーター
を育成するとともに、専門的知識の向
上を図るため研修等へ派遣する。

4-1

大和路情報ハイウェイネットワークと総
合医療情報システムを有効に活用し、
地域医療機関との医療情報連携にお
いて中心的な役割を担い、「大和路医
療情報ネットワーク」の構築に貢献す
る。

4-1

大和路医療情報ネットワークの組織基
盤となる本学と県立病院との連携構築
に関連し、県立病院の電子カルテ運用
状況の把握に努めると共に、その進捗
に応じて、県と当該ネットワークの構築
検討に向けた意見交換を行う。

4-2(1)

県の医療施策の立案等に積極的に参
画・協力する。

4-2(2)

地域医療学講座において医師の適正
配置について研究を進めるととも、地
域医療総合支援センターにおいて公
立病院やへき地への医師配置を検討
する。

4-3(1)

地域医療機関の医療水準向上のた
め、最先端医療情報・技術・人的資源
を提供するとともに研修会等の開催支
援を行う。

4-3(2)

・地域医療連携クリテイカルパスの拡
大と診療科及び連携医療機関との連
携を図り、紹介率及び逆紹介率の引
上げに努める。
・「地域医療連携連絡協議会」を引き続
き開催し、各部会の拡大等内容の充
実を図る。
・地域医療連携懇話会を引き続き開催
し、ニーズに見合ったテーマを設定す
るなど、内容の充実に努める。

3 先進医療の開発や地域医療の確保に
必要となる優秀な医療人の育成を図る。

4 地域医療機関との連携を緊密にして、
奈良県の中核病院としての役割を積極
的に果たす。

4-2

県の医療施策の立案等に積極的に参
画するとともに、県立病院やへき地医
療機関をはじめ県内の医療・保健施設
における医師等の確保のため、人事
交流の体制整備を図る。

4-3

地域医療機関の医療水準の向上のた
め、医師・看護職者・コメディカル等の
派遣や診療情報の提供、研修等の支
援を行う。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

大学で得られた成果を体系的に発信
する大学主催の市民公開講座を充実
させる。 1-1

受講者ニーズを加味した公開講座を定
期的に開催する。

1-2

附属病院は患者等を対象に教育講座等を主催し、健康啓発活動を推進する。

1-2

附属病院主導の各診療科の健康教育
講座を、附属病院患者・家族、一般市
民を対象に学内で開催・充実する。

1-3

地域住民や医療者の健康教育の推進
に資するため、民間企業とも連携し、
公開講座や生涯教育等の学習機会を
積極的に提供する。

1-3

各診療科等で行っている公開講座や
生涯教育等のうち、一般市民等に公開
可能な内容・情報については、大学
ホームページ等を用いて積極的に発
信する。

1-4

地域の小中高生等に対して、健康科
学への興味・関心を高め、健康予防医
学の認識・実践を促す健康科学教室を
積極的に開催する。

1-4

地域の小中高生等が、健康科学への
興味や関心を抱くことができるよう、公
開講座やシンポジウム等を実施する。

2-1

国際交流センターの設置を推進し、外
国人研究者、留学生の受入れ体制、
修学体制を整備する。 2-1

国際交流センター運営委員会におい
て、外国人研究者、留学生に対する支
援内容や受入体制等について検討す
る。

2-2

海外の大学等との学術交流を推進す
るとともに、諸外国の大学等との交流
協定を締結する。 2-2

連携協定等を締結しているチェンマイ
大学、福建医科大学、オックスフォード
大学、ルール大学及びインペリアルカ
レッジロンドンとの連携強化を図る。

2-3

教育・研究・医療の向上を図るため学
生、教員及び職員の海外研修を行う。
教員についてはサバティカル制度など
の研究のための長期研修制度の導入
を図る。
※ サバティカル制度：専門分野に関す
る能力向上のため自主的調査研究に
専念する期間を設ける制度

2-3

平成２３年度に検討した長期研修制度
の適用を視野にいれながら再任評価
を進める。

４ 社会との連携、国際交流等に関する目標

1 地域・社会に対して医学に関する教
育・研究・診療の成果を発信し、系統的
に地域住民への健康啓発活動及び保
健・医療・福祉関係者の生涯教育を推進
する体制を整備する。

2 世界を視野に入れた教育、国際水準
の研究をはじめとする国際的な貢献を行
うため、外国の大学等との交流・連携・協
力活動を推進する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

理事長補佐機能を整備し、理事長が
リーダーシップを発揮できる体制を整
備する。また、新たに副学長を設置す
る。 1-1

理事長補佐機能を整備し、理事長が
リーダーシップを発揮できる体制を整
備する。
また、新たに副学長を設置する。（中期
計画達成済）

1-2

幅広い視野からの法人運営を可能と
するため、経営審議会委員及び教育
研究審議会委員のみならず、理事に
学外者を登用する。

1-2

幅広い視野からの法人運営を可能と
するため、経営審議会委員及び教育
研究審議会委員のみならず、理事に
学外者を登用する。（中期計画達成
済）

1-3

教授会・教授会議機能の見直しや各
種委員会の統廃合を行い、効率的な
法人運営を図る。 1-3

各種委員会については、その必要性を
検証するとともに、必要に応じて統合・
廃止と新たな委員会の設置を行う。

1-4

各理事と各事務組織が連携できるよう
な体制を整備することにより、理事が
それぞれの職務を効率的かつ効果的
に果たすことができるようにする。

1-4

 各理事の効率的かつ効果的な業務執
行に適した事務処理の体制となるよう
組織体制を見直す。
また、法人と県が定期的に意見交換を
行う場や医学部長の役割を明確化す
るとともに権限の強化を図るための体
制整備を行う。
 空席となっている渉外担当理事を広
報・渉外担当理事として選任し、広報
機能強化を図る。

1-5

学長及び副学長の選考に際して、事
務職員やコメディカル等の参画を図り、
教員及び職員が一体となって大学運
営に積極的に取り組む体制の整備を
図る。

1-5

学長及び副学長の選考に際して、事
務職員やコメディカル等の参画を図り、
教員及び職員が一体となって大学運
営に積極的に取り組む体制の整備を
図る。（中期計画達成済）

2-1

専任化された附属病院長の役割を明
確化するとともに、権限の強化を図る
ことによって、病院運営管理機能の向
上を図り、効率的かつ効果的な病院運
営を推進する。

2-1

専任の附属病院長のリーダーシップの
もと、病院経営・運営会議等の適切な
運営と迅速な病院運営方針の策定を
推進すること等により、病院運営管理
機能の向上を図り、効率的かつ効果
的な病院経営を推進する。

2-2

附属病院長の諮問機関として病院経
営委員会を設置するなど、附属病院長
のサポート体制を確立する。

2-2

患者動向の変化、医療技術の進歩、
国及び県における医療行政・施策の改
正等の状況を踏まえ、経営コンサルタ
ントの活用等附属病院長サポート体制
の充実を図る。

2-3

病院運営協議会のほか病院運営に関
する各種委員会について、その役割等
の見直しを行い、統合・再編等を検討
する。

2-3

附属病院に設置している各種委員会
について、その必要性を再検証の上、
状況に応じ統廃合を進めるとともに、
必要に応じて新たな委員会の設置を
検討する。

2-4

病院内において適正な貢献度評価とメ
リットシステムの確立を目指すととも
に、各診療科の経営指標や特性等を
勘案して、効率的かつ効果的な病院経
営がなされるよう予算や人材の適正配
分に努める。

2-4

診療科別収支について、経営コンサル
タントを活用しながら、ＤＰＣ分析等さら
なる検討を行う。

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

１ 運営体制の改善に関する目標

1 理事長の強いリーダーシップのもと、機
動的で責任ある運営体制を構築する。

2 附属病院の業務運営や経営の健全化
を一層推進させるための体制整備を行
う。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

教育・研究・診療の各組織のあり方を
検討し、弾力的な運営形態の実現を目
指す。

1-1

・教育･研究・診療各組織のあり方を見
直し、弾力的な組織編成を行う。
・産学官連携推進センター及び女性研
究者支援センターの特任教授の役割
と権限を明確化することで実績の向上
を図る。

1-2

研究組織と診療組織との関係を明確
にし、教育・研究・診療に係る教員の権
限と責任の明確化を図る。 1-2

必要に応じ、教育教授・研究教授・病
院教授を任命する。

1-3

教育・研究・診療に関する組織・個人
の評価に、学生、教員及び職員並びに
患者、関係機関等の外部の視点から
の評価を加えて、各組織の活性化・編
成・見直しに必要な評価システムの導
入を図る。

1-4

これらの評価システムは、昇進、表
彰、任期制に連動させ、優秀な人材の
確保に努められるよう、随時見直しを
行い環境変化に対応させる。

1-5

在学中の学生評価のみならず、卒業
生の追跡調査・評価を行うことにより、
教育システムの恒常的改善を図る。

1-5

教育開発センターを中心に、卒業生の
アンケート調査の対象年次、効果的な
調査項目等について調査票案を作成
し、同窓会と具体化について協議す
る。

1-6

重点的研究テーマの推進体制等につ
いては、全学的な視点から戦略的に対
応する。 1-6

文部科学省等の各種申請に当たって
は、公募テーマに応じた全学的な推進
体制を構築し、積極的に取り組む。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

奈良県大学連合加盟大学をはじめとし
た県内の教育・研究機関が連携して、
教員の適性を考慮し、専門的能力を有
した人材を育成する。その上で、相互
に人事交流を積極的に行うことにより
教員構成の多様化の推進を図る。

1-1

奈良県大学連合加盟大学をはじめとし
た県内の教育・研究機関と連携して、
教員の交流機会を設ける。

1-2

多様な知識・経験を有する教員の学問
的交流を促進し、教育・研究・診療機
能の活性化を図るため、すべての教員
について、任期制（任期６年）の導入を
推進する。

1-2

今後採用する教員には全て任期制の
同意を求める。また、未同意教員に対
しては同意に向けた働きかけを行う。

2-1

高い専門性を有した職員を育成するた
め、コメディカル等を対象とした教育・
研修のプログラムを計画・実施する。さ
らに、その実施状況や問題を把握し、
より進んだ研修を定期的に実施する。

2-1

・高い専門性を有した職員を育成する
ため、コメディカル等を積極的に専門
的な研修に派遣するとともに、教育・研
修プログラムの計画案の作成を行う。
 ・本院独自に創設した認定制度によ
り、高度医療技術修得者を２名養成す
る。

３ 人事の適正化に関する目標

1 教育・研究・診療組織のあり方につい
て適切な評価に基づき、弾力的な体制
を構築する。
・教育・研究・診療の進歩や社会の要請
などに応じ、学部・大学院・附属病院等
の教育・研究・診療組織の弾力的な編成
を行う。
・組織見直しに当たっては、本学及び医
学・看護学の将来の展望を踏まえ、各組
織及び個人の教育・研究・診療成果の評
価と第三者による外部評価を反映させ
る。

２ 教育・研究・診療組織の見直しに関する目標

平成２３年度に検討した方法により評
価を行い、再任の可否を審査する。

1 教員の人事交流を促進させるととも
に、教員構成の多様化を推進する。

2 高い専門性を有した職員の育成・確保
を図る。

1-3
1-4



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

2-2

県内外のコメディカル等の教育・研修
の受入れを行い、医療専門職員の育
成を図る。 2-2

 メディカルバースセンターにおいて助
産師を養成するなど、県内外のコメ
ディカル等の教育・研修の受入れを行
い、医療専門職員の育成を図る。

2-3

専門知識を必要とする病院事務部門
への専門事務職員の登用を図る。

2-3

高度な診療情報管理を目指し、診療情
報管理士によるＤＰＣ適正コーディング
や分析ができる体制を検討する。
また、医事請求業務（請求精度アップ、
チェック等）体制の強化や病院事務部
門の充実・強化等に向けて、専門的研
修の実施・自己啓発の推進等職員の
スキルアップを図る。
  ※　ＤＰＣ適正コーディング：複雑な治
療内容において、どの病状に対して最
も医療資源が投入されたかを判断し
て、診断群分類番号で整理すること。

2-4

職員の採用に当たっては、必要な人員
の確保、実務能力を有する者の確保、
採用時の公平性の確保の観点に留意
し、嘱託等の非常勤職員や民間の有
為な人材の活用を図る。

2-4

業務量に応じた人員の確保に努め、さ
らに優秀な職員を確保できるよう嘱託
等の非常勤職員や民間の有為な人材
の活用を含めた採用を行う。

2-5

医師及びコメディカル等の労働環境整
備等、処遇の改善を図る。

2-5

医師及びコメディカル等が働きやすく、
意欲を持って勤務できるよう、労働環
境の整備や処遇の改善を図る。

2-6

職員の知識・技術・経験の向上を図
り、また、法人運営に必要な知識や経
験を持った人材の確保を図るため、奈
良県等との間において人事交流を実
施する。

2-6

引き続き必要な人材を確保するため、
奈良県等との人事交流を行う。

3-1

任期制の再任評価結果を反映する方
法として、一定の成果をあげた教員に
対してサバティカル制度など労働意欲
を高める方策の導入を図る。
※ サバティカル制度：専門分野に関す
る能力向上のため自主的調査研究に
専念する期間を設ける制度

3-1

 ・平成２３年度に検討したインセンティ
ブが働くような制度の適用を視野に入
れながら再任評価を進める。
・再任評価を行うにあたり、平成２３年
度に検討した長期研修制度の適用を
行う。

3-2

事務・看護職者・コメディカル等の職員
についても、能力及び資質の向上、適
材適所への配置及び公正な処遇を図
る見地から、評価制度の導入を図り、
評価結果に応じた昇任や賞与等への
反映についての取組みを行う。

3-2

平成２２年度に事務、平成２３年度にコ
メディカル・看護師に導入した評価制
度について処遇への反映も含め検証
を行い、平成２４年度においても実施
する。

3 教員及び職員について評価を行い、人
事の適正化に努め、働きがいのある大
学及び附属病院を目指す。

2 高い専門性を有した職員の育成・確保
を図る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

4-1

状況の変化等に応じて事務組織の見
直しに努めるほか、適正な人員配置を
行う。

4-1

状況の変化等に応じた事務組織とす
るとともに、適正な人員配置を行う。

4-2

医師や看護師など職種ごとの役割分
担を明確にし、本来の業務に専念でき
る効率的な運営を図る。
これまで看護師が担ってきた看護の周
辺業務等を処理するために補助職員
を新たに病棟に配置するとともに、病
棟における投薬準備業務等に対応す
るための薬剤師を増員する。

4-2

これまで看護師が担ってきた看護の周
辺業務や関連業務等を処理するため
の補助職員等を継続配置するなど、医
師や看護師等が本来業務に専念でき
る効率的な運営に努める。

4-3(1)

「７対１」看護体制については平成２２
年度導入済であるが、新規職員の採
用、在職者の離職防止対策、育児休
業等職場を離れている者の早期復職
支援などに取り組み、安定稼働を図
る。
 特に平成２３年度に大幅な改築を行っ
た院内保育園について、定員増等の
運営の充実を図る。

4-3(2)

本学看護学科卒業生の本学附属病院
へのより高い就職率（５０％以上）達成
を目指し、取り組みを強化する。

4-4
多様な雇用形態の採用や外部委託の
導入に努める。 4-4

 引き続き、多様な雇用形態での採用
や外部委託の導入を行う。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

事務組織、事務分掌及び事務権限を
抜本的に見直し、フラットで効率的な事
務組織への再編を行う。 1-1

事務組織、事務分掌及び事務権限の
見直しを行い、効率的な組織編成を行
う。

1-2
事務組織の恒常的な見直しを行い、機
動力のある組織を維持する。 1-2

事務組織の見直しを行い、機動力のあ
る編成とする。

2-1

情報システム化の推進により、事務処
理の省力化・迅速化・簡素化・効率化
を図る。 2-1

 現在導入済みの情報システムを活用
するとともに、一層の事務処理の効率
化を進めるために、新たなシステム導
入にむけ取り組む。

2-2
業務内容等を分析・検討し、外部委託
を図る。 2-2

業務内容、費用対効果等を分析し、外
部委託が可能な業務の検討を行う。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

　損益の改善及び資金収支の健全性の
向上を図るため、自己収入の増加及び
経費の抑制に取り組む。

2 事務の集約化、情報の電子化等によ
り、事務処理の簡素化・効率化を図る。

4 効率的かつ効果的な法人運営の見地
から、適正で計画的な人員管理を行う。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

1 効率的で機動力のある事務組織への
再編を行う。

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

4-3

看護師の需給バランスの状況を踏ま
え、看護師の実質配置基準｢７対１｣の
導入に向けて検討を進め、看護師の
確保を図る。
※ 「７対１」：平均して入院患者７人に
対し看護師１人が実際に勤務している
状態をいう。現在の配置基準は｢１０対
１｣。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1(1)

文部科学省科学研究費補助金等の外
部資金の申請促進については、制度
や応募の説明会等を開催し、引き続き
啓発していくとともに、採択率向上のた
め、経験豊富な研究者による申請書
の事前チェックを行う。
 また、講座研究費及び教員研究費の
配分に当たっては、前年度同様、文部
科学省科学研究費補助金の申請状況
等も算定要素として加味するインセン
ティブ方式を取り入れる。

1-1(2)

ホームページ上に掲載している競争的
外部資金の情報(文部科学省、厚生労
働省等の各省庁、日本学術振興会等
の各種団体)の充実を図る。

1-2(1)

産学官連携推進センターにおいて、共
同研究取扱規程、受託研究取扱規
程、研究資料取扱規程等を策定する。
また、関西ＴＬＯとも連携し、競争的資
金獲得を推進する。

1-2(2)

本学の研究活動情報を発信するた
め、研究シーズ集を作成するとともに、
ホームページの改編にあわせて公開
する。

2 知的財産権及び人材の活用を図る。

2

研究推進室を充実させ、知的財産権
の確保に努めるとともに、産業界等か
らの技術相談等に対する学内人材の
有効活用を図り、知的財産権の実用
化をサポートする。

2

知的財産ポリシーに則って職務発明
規程等を改正し、知的財産を原則、法
人帰属として組織的かつ一元的に管
理し、その活用を図る。また、知的財
産権の確保に必要な予算を確保する。

3-1

附属病院の業務運営における機能面
の問題点を抽出し、柔軟な解決策を設
定し、速やかに対応する。

3-1

 病院経営・運営会議等の適切な運営
と迅速な病院運営方針の策定を推進
するとともに、引き続き、問題点の抽出
や柔軟な解決策の設定、迅速な対応
を行う。

3-2

総合医療情報システムを活用して診療
科別、患者別、ＤＰＣ別原価計算を行う
など、各種指標を有効に用い、適切か
つ効率的な診療報酬の確保を推進す
る。
※ ＤＰＣ(Diagnosis Procedure
Combination)：疾患を傷病名や重症
度、手術・処置の有無など治療の内容
等に応じて分類したもの

3-2

経営コンサルタントを活用しながら、総
合医療情報システムやＤＰＣ分析シス
テム、ＳＰＤデータ等関連データを有効
に活用して、経営分析等に有用な各種
資料や指標の作成・検討を行い、診療
報酬の確保に向けた取組みを進める。

1 競争的外部資金等の獲得を積極的に
進める。

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

1-1

3 附属病院の業務運営や経営の改善の
一層の推進により、附属病院収入の確
保を図る。

1-2

産学官連携の推進体制の強化や研究
活動状況の積極的な公開を通じて、外
部研究資金の受入れを促進する。

競争的外部資金獲得のため、文部科
学省科学研究費補助金の申請を全教
員が１件以上行い、採択件数・採択額
ともに中期目標期間中に法人化前に
比して２０％の増加を目指す。
医学分野のみならず他の分野の研究
費公募に関する情報も収集し、学内に
周知するとともに、いち早く競争的外部
資金の公募に応じられるようにするた
め、研究推進室の充実を図る。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

3-3(1)

クリティカルパスの構築を推進するとと
もに、地域連携クリティカルパス（脳卒
中、インターフェロン治療、虚血性心疾
患及び５大がん）の円滑な運用と充
実・強化、また、他の疾患についても地
域連携パスの実施検討を行う。(地域
連携パスの新規構築、運用)

3-3(2)

地域医療連携をより一層推進するた
め、運営体制を確立するとともに関係
機関との連携を促進する。

3-3(3)

手術室担当のＭＥの増員を図るととも
に、麻酔科医・看護師・ＭＥ等の配置
状況を踏まえつつ、実績をベースとし
た診療科毎の手術予約枠の見直しを
検討する。

3-3(4)

・病床稼働率は８２％を目指すべく看
護師の充足に努める。
・医療情勢や院内状況等に留意した稼
働病床数の設定について検討・協議す
る。
・平均在院日数（一般病棟）について
は、引き続き短縮に努めるとともに、Ｄ
ＰＣ分析を進め、特定機能病院として
適切な平均在院日数を検討・協議す
る。

3-4(1)

診療報酬制度の改正への対応を確実
に行い、施設基準届出による加点へ
の可能性については早急に対応して
いく。

3-4(2)

レセプト院内審査支援システム、ＤＰＣ
分析システム等を有効に活用し、更な
る診療報酬請求の適正化や精度向上
に努める。

3-4(3)

減点返戻等の結果について、その傾
向や特徴、ボリュームに応じて、診療
科毎に個別に働きかけを行う。

3-5

特殊検診業務や自由診療等の導入・
実施を検討・促進し、病院使用料等の
増収を目指す。

3-5

特殊検診業務や自由診療等の導入に
向け、他院の取組状況を参考にしなが
ら検討する。

4-1(1)

授業料や施設使用料などの各種手数
料については、他学の状況などの情報
収集に努め、適正な料金設定を行うと
ともに、定期的な見直しを行う。

4-1(2)

診療報酬を基礎とした保険外診療に
係る料金について、診療報酬改定の
影響などその適正水準を検証しながら
改訂を検討する。

4-2

施設の有効な利活用等を推進するな
ど、施設使用料等の自己収入の増加
を目指す。

4-2

施設使用料の導入・見直し、広告掲載
等による自己収入増加の取組みを行
う。

3-3

4 その他自己収入の増加を図る。

3 附属病院の業務運営や経営の改善の
一層の推進により、附属病院収入の確
保を図る。

一定水準の病床稼働率を確保しつつ、
平均在院日数の短縮を図るなどによ
り、診療報酬の確保に努める。中期目
標期間内に病床稼働率は９３％、平均
在院日数（一般病棟）は１５日を目指
す。
・クリニカルパスを充実させることによ
り、計画的な診療を実施する。
※ クリニカルパス：特定の疾患につい
て、入院から退院までの治療や看護の
手順を標準化し、診療の効率化や均
質化、コストの削減を図る手法・地域
連携の一層の推進を図り、患者の病
状を見据えながら円滑な入院・転退院
を促進する。
・効率的な病床利用を図るため、ベッド
コントロール機能を充実・強化するとと
もに、医療情勢を見定めた適正かつ妥
当な稼働病床数の設定を行う。
・実績に応じて診療科ごとの手術予約
枠を見直すことなどにより、手術件数
の増加に努める。

3-4

診療報酬請求内容の精度を高め、診
療報酬請求の一層の適正化を推進す
る。
・医事請求精度調査を継続的に実施
し、診療科に対して、調査結果を確実
にフィードバックするとともに、診療報
酬請求内容のチェックを充実し、診療
請求精度の向上を図る。
・診療報酬制度の改正への対応を確
実に行うとともに、入院基本料等加算
など新たな加算の取得に向けた対応
を図る。

4-1

授業料等の学生納付金や施設使用料
など各種手数料については、その特性
を考慮しつつ適切に料金設定する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

多様な雇用形態や外部委託の導入に
より人件費の抑制に努める。

1-2

新たに採用する職員の給与制度のあ
り方について検討を行い、人件費の抑
制を図る。

1-3

以上の取組み等により、中期目標期
間内に正規の教員及び職員の人件費
（退職手当を除く。）の５％の削減を目
指す。
ただし、今後新たに県から負託された
業務の実施に伴う増員により必要とな
る人件費については、必要に応じて別
途の取扱いを行う。

2-1(1)

診療材料について、引き続き、調達か
ら供給、保管までの一括管理を業者に
委託することにより、適正な在庫管理
を行う。
また、市場価格データを参考とした値
引き交渉や安価な同種同効薬への切
替等をより積極的に行い、医薬材料費
の削減に努める。

2-1(2)

適正な在庫管理、積極的な値引交渉
や安価な物品への切り替えとともに、
診療科別・部門別収支について分析
し、医薬品・診療材料の使用量の改善
や効果的な診療報酬の確保を図ること
等により、医薬・診療材料費比率につ
いては　　４１％を目指す。

2-2

引き続き、医療機器の購入に当たって
は、必要性や採算性を十分検証する。
（事後検証を含む。）

透明性を確保しながら、機器購入に維
持管理費をセットした複合契約の実
施、リースによる機器の整備など、購
入経費等を削減することができる調達
方法や契約方法による取組みを進め
る。

2-3

医療機器の保守・点検などについて
は、ＭＥセンターを積極的に活用し、運
用経費の削減を図る。
※ ＭＥセンター(Medical Engineering
Center)：医療機器について施設内で
保守・点検・運用を担当する部署 2-3

臨床工学技士の増員により、ＭＥセン
ターの機能を充実させ、医療機器（シリ
ンジポンプ等）の一元管理を推進す
る。
また、シリンジポンプ等の一元管理に
より、効率的な機器の更新と、日常点
検を行うことで、修理回数を減らし、修
理費用の削減と臨床業務の円滑化を
図る。

2-4

総合医療情報システムの活用等によ
り、附属病院長の指導のもと投薬や検
査等を見直し、経費の削減を図る。

2-4

総合医療情報システムやＤＰＣ分析シ
ステム、ＳＰＤデータ等関連データをも
とに、経営コンサルタントを活用しなが
ら、各種現状分析を進めるとともに、必
要となる見直しを行う。

２ 経費の抑制に関する目標

1 人件費等、管理経費の抑制を図る。

2 附属病院の業務運営や経営の改善の
一層の推進により、附属病院経費の削
減を図る。

1-1
1-2
1-3

新たに採用した職員に導入した給与制
度の効果を検証しながら、多様な雇用
形態や外部委託の導入により、人件
費の抑制に努める。

2-1

複数年契約や調達から供給、保管ま
でを業者が一括管理するなど多様な
契約方法を活用するほか、適切な在
庫管理を徹底するなどによって、医薬
材料費や医療用消耗品の削減を図
る。中期目標期間内に医薬・診療材料
費比率については４１％を目指す。

2-2

医療機器については、その必要性や
採算性を十分検証・考慮するとともに、
透明性を確保しながら、機器購入に維
持管理をセットした複合契約の導入、
リースによる機器の整備など、購入経
費等を削減することができる調達方法
や契約方法の導入に向けた取組みを
進める。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

2-5(1)

医療サービスの質を確保しながら、効
果的な外部委託の導入を図るため、関
連情報の収集に努めるとともに、導入
可否の検証を行い、効果的なものに
あっては導入を推進する。

2-5(2)

委託業務等の仕様の見直し、一括契
約、複数年契約の拡大に努める。

2-6

医療用消耗品等各種物品の購入の適
正化を図るシステムの一層の充実を
図る。 2-6

引き続き、医療用消耗品購入における
審査、ＳＰＤの運用などにより、各種物
品の適正な購入に努める。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

遊休施設・設備等保有資産につい
ては、適切な維持管理のもと、効率
的かつ効果的な利用を推進する。 1-1

・看護師宿舎改修の設計を行う。
・教育研修棟に研修室、図書・資料室
を整備する。

1-2

短期の資金運用等に当たっては、十
分な危機管理対策を図り、安全かつ有
利な管理・運用を行う。 1-2

短期の資金運用等に当たっては、十
分な危機管理対策を図り、安全かつ有
利な管理・運用を行う。（中期計画達成
済）

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

平成１９年度末までに自己点検・評価
を行う学内実施体制や、点検・評価結
果をフィードバックさせて改善を進めて
いくためのシステムを構築する。 1-1

平成１９年度末までに自己点検・評価
を行う学内実施体制や、点検・評価結
果をフィードバックさせて改善を進めて
いくためのシステムを構築する。（中期
計画達成済）

1-2

定期的に自己点検・評価、第三者によ
る外部評価を実施する。

1-2

定期的に自己点検・評価、第三者によ
る外部評価を実施する。（中期計画達
成済）

1-3

奈良県地方独立行政法人評価委員会
による毎年度の業務実績評価や大学
評価学位授与機構等の認証評価機関
による第三者評価の結果を活用し、大
学運営における各種業務の改善に組
織的に取り組む。

1-3

奈良県地方独立行政法人評価委員会
による毎年度の業務実績評価や大学
評価学位授与機構等の認証評価機関
による第三者評価の結果を活用し、大
学運営における各種業務の改善に組
織的に取り組む。（中期計画達成済）

1-4

自己点検・評価及び外部評価の結果
について、ホームページ等により公表
する。 1-4

自己点検・評価及び外部評価の結果
について、ホームページ等により公表
する。（中期計画達成済）

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

業務実績や財務状況等について、県民等にわかりやすく公表する。

1-1

業務実績や財務状況等の公表を引き
続き実施するとともに、よりわかりやす
い公表に向けて取組みを行う。

1-2(1)

広報誌、ホームページ、公開講座等を
通じて、研究者情報や研究成果、シー
ズ・ニーズ等について積極的に情報を
発信するとともに情報発信を効果的に
行うためにホームページのリニューア
ルに取り組む。

1-2(2)

各教室主催の学会、研究会、講演会、
特別講義等をホームページに掲載す
る。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標

Ⅴ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

１ 評価の充実に関する目標

２ 情報公開等の推進に関する目標

1 県民に対する説明責任を果たすため、
教育・研究・診療活動や業務運営に関し
て積極的に情報を発信する。

2 附属病院の業務運営や経営の改善の
一層の推進により、附属病院経費の削
減を図る。

1 保有資産に係る運用・利活用の現況を
踏まえ、経営的視野に立って、その有効
活用を推進する。

1 自己点検・評価を適正に実施し、評価
結果を教育・研究・診療や大学運営の改
善等に活用することにより、法人の継続
的な質的向上の促進を図る。

2-5

医療サービスの質を確保しながら、効
果的な外部委託の導入により経費削
減を図る。

1-2

広報誌、ホームページ、公開講座等を
通じて、教育・研究・診療に関する状況
や成果についての情報を発信する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

1-3(1)

大学ホームページのリニューアルを行
い、大学情報を積極的に発信する。

1-3(2)

中期目標、中期計画等の内容をホー
ムページに掲載するなど、大学情報を
積極的に公開、提供する。

1-4

情報公開制度・個人情報保護制度に
ついては、奈良県情報公開条例及び
奈良県個人情報保護条例に基づき、
適正に取り扱う。 1-4

情報公開制度・個人情報保護制度に
ついては、奈良県情報公開条例及び
奈良県個人情報保護条例に基づき、
適正に取り扱う。（中期計画達成済）

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1

総合周産期母子医療センターの本格
整備を行う。

1-1

引き続き総合周産期母子医療センター
の本格整備を含む（仮称）中央手術棟
整備工事を行う。

1-2
老朽化しているＡ病棟のリニューアル
を行う。 1-2

・高架水槽を更新する。
・非常照明、誘導灯を更新する。

1-3
医師・看護師の確保を進めるため、臨
床研修センターを暫定整備する。

1-4

外来患者のアクセスに配慮した位置に
外来棟を新たに建設するため、検討委
員会を設置し、その整備を図る。

1-5

本学のさらなる発展や現敷地が狭隘
化していることをなどを踏まえ、大学の
一部を移転することも含め、旧耐震基
準に基づき昭和５６年までに整備され
た施設（臨床医学校舎、一般教育校
舎、臨床講義室、大学本館、看護師宿
舎等）の整備計画を策定する。その年
次計画に基づき、整備に向けた取組
みを推進する。

1-6

また、医師・看護師を確保するため、
医師・看護師研修センター棟の整備に
向けた取組みを推進する。

1-7

整備計画の策定に当たっては、周辺
環境に配慮した配置や高層化等を検
討するとともに、可能な限りバリアフ
リーなどの福祉的整備及び省エネル
ギー対策を考慮するものとする。

1-7

・建物の整備にあたっては、バリアフ
リー、省エネルギーに配慮する。
・病院のアメニティ改修を行う。

1-8

利用者の視点に立った施設設備等の
維持補修に取り組み、施設の利用環
境の向上を図る。 1-8

・基礎医学校舎、看護学校舎のトイレ
の改修等（洋式化）を実施する。
・外来診療室等のドアをスライド式ドア
に改修する。

Ⅵ 施設設備の整備・活用等に関する目標

1 県民に対する説明責任を果たすため、
教育・研究・診療活動や業務運営に関し
て積極的に情報を発信する。

・看護師宿舎改修の設計を行う。
 ・教育研修棟に研修室、図書・資料室
を整備する。

大学の教育部門（研究部門の一部を
含む）移転については、法人内で議論
を進めながら、県・橿原市との協議を
進める。

1 教育・研究の拠点である大学施設及び
診療の拠点であり県地域防災計画にお
いて基幹災害医療センターとして指定さ
れた災害拠点病院である附属病院施設
について、長期的な展望のもとに整備計
画を策定し、計画的な老朽施設の改修・
改築等の整備に向けた取組みを進め
る。

1-3
1-4
1-5

1-6(1)

1-3
1-4
1-5

1-6(2)

1-3

大学のホームページについて社会の
ニーズに対応した内容に整備・充実さ
せ、大学情報を積極的に発信する。



番号 評定 第2期に向けての課題 番号 年度計画の達成状況及び評定の理由 評定

第1期中期目標 第1期中期計画 法人自己評価 平成２４年度　年度計画 法人自己評価

中期計画の達成状況

2-1

電気設備・機械設備・給排水衛生設備
等の各設備について、機能の維持と向
上に必要な保守点検を定期的に実施
する。

2-1

各設備の性能の維持と向上のために
定期的に保守点検を実施し、故障箇
所は修繕等を実施する。

2-2

経年劣化が進んでいる各設備につい
て、更新計画を策定する。 2-2

経年劣化の進んでいる主要設備につ
いて、更新計画を策定する。

2-3

更新計画の策定に当たっては、可能な
限り省エネルギー対策を考慮するもの
とする。

2-3

・設備機器等の更新では、省エネル
ギーに配慮する。
・電気、ガスの使用量の原単位を前年
度比１％の削減に努める。
 ・引き続き省エネルギー・省資源に関
する意識啓発を行う。

2-4

更新の年次計画に基づき、各設備の
更新に着手する。

2-4

・Ａ病棟高架水槽を更新する。
・基礎医学校舎受水槽・高架水槽を更
新する。
・Ａ病棟等の非常照明、誘導灯を更新
する。
・旧救急棟ボイラを更新する。

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

1-1(1)

・排水、排水汚泥、ばい煙等に含まれ
る有害物質の測定を実施し適切な設
備の管理及び処理を行う。
・ホルムアルデヒド環境測定（濃度測
定）を行う。

1-1(2)

衛生委員会による職場巡視を月１回定
例実施するとともに、作業主任者によ
る適切な作業の指導を行う。

1-2

平成１９年度中に敷地内全面禁煙を実施する。

1-2

平成１９年度中に敷地内全面禁煙を実
施する。（中期計画達成済）

2 天災・人災等、不測の事態において、
地域社会に貢献することのできる危機管
理体制を整備・充実する。

2

天災・人災等、不測の事態への段階的
対応マニュアルを見直し、訓練を通し
て随時検証・点検する。
※ 不測の事態：大地震による被災を
はじめ、交通機関等の事故や大規模
な食中毒被害等も考えられる。また、
落雷等による停電や火災など大学自
体が被災することも想定して考える必
要がある。

2

消防・防災訓練を実施するとともに、訓
練を通して初動マニュアルについても
検証、修正をする。

3-1

教員、職員及び学生による学内美化
清掃の推進を図る。

3-1

・教員、職員及び学生による構内一斉
環境美化活動を継続して年２回実施す
る。また大学の構成員全員が、執務環
境整備、大学周辺の清掃活動を実施
する。
・放置自転車を整理・撤去する。

3-2

学内の緑化を進め、学生や患者が憩う
ことのできる環境整備に取り組む。

3-2

・大学正門、病院玄関等に季節の花を
植える。
・緑化基金を、緑化計画の一部や学生
の憩いの場を整備するなど使用方針
の検討を行う。
・維持管理には、県立高等技術専門校
の造園技術科に協力を求める。

2 電気設備・機械設備・給排水衛生設備
等の各設備について、機能の維持及び
向上に努める。

1 有害物質・有害エネルギー・有害廃棄
物等から、すべての大学・病院関係者の
安全な環境と健康を守る安全衛生管理
体制を構築する。
また、環境汚染防止に努め、地域住民の
安全衛生に十分配慮する。

3 キャンパスの美化及び緑化により、良
好な修学、療養環境づくりに努める。

Ⅶ 安全管理等に関する目標

1-1

有害物質・有害エネルギー・有害廃棄
物等に関する安全衛生教育を行い、
環境保全を実践するための、取扱い及
び管理に関するマニュアルを定期的に
点検し、見直す。



Ⅶ予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画

平成１９年度～平成２４年度予算・決算
区分 予算 決算 差額

収入

運営費交付金・補助金等収入 9,318

自己収入 141,492

授業料、入学金及び検定料収入等 4,506

附属病院収入 135,843

雑収入 1,143

受託研究等収入及び寄附金収入等 4,898

長期借入金収入 3,292

計 159,000

支出

業務費 148,831

教育研究経費 19,096

診療経費 125,200

一般管理費 4,535

施設整備費 3,723

受託研究等経費及び寄附金事業費等 4,819

長期借入金償還金 1,627

計 159,000

【人件費の見積もり】 予算 決算 差額

支出額 68,329

【運営費交付金の算定ルール】

（単位：百万円）

注）退職手当については、公立大学法人奈良県立医科大学職員退職手当規程に基づい
て支給し、その財源は、運営費交付金を充てる。

県から交付される運営費交付金は、下記の算定基準等に基づき、一定の仮定の下に試
算されたものであり、各事業年度の運営費交付金は、県の予算編成過程において、基準
を適用する等により計算し、決定される。

(1) 大学
医科大学に係る平成１８年度の普通交付税の基準財政需要額算定方法等に準じて算定

(2) 附属病院
公立大学の附属病院としての性格上、一般会計が負担すべき経費として国が定める公
営企業の繰出基準等に準じて算定



収支計画
平成１９年度～平成２４年度収支計画 （単位：百万円）
区分 予算 決算 差額
費用の部 160,669

経常費用 159,907
業務費 152,309

教育研究経費 6,564
診療経費 70,638
受託研究費等 1,790
役員人件費 450
教員人件費 21,855
職員人件費 51,012

一般管理費 976
財務費用 173
雑損 0
減価償却費 6,449

臨時損失 762

収入の部 160,866
経常利益 159,595

運営費交付金・補助金等収益 8,821
授業料収益 3,386
入学金収益 665
検定料等収益 150
附属病院収益 135,843
受託研究等収益 1,787
寄附金収益 2,991
財務収益 0
雑益 1,143
資産見返運営費交付金等戻入 143
資産見返寄附金戻入 189
資産見返物品受贈額戻入 4,477

臨時利益 1,271

純利益 197
総利益 197



資金計画
平成１９年度～平成２４年度資金計画

（単位：百万円）
区分 予算 決算 差額
資金支出 159,000

業務活動による支出 153,286
投資活動による支出 4,087
財務活動による支出 1,627
次期中期目標期間への繰越金 0

資金収入 159,000
業務活動による収入 155,708

運営費交付金・補助金等による収入 9,318
授業料、入学金及び検定料等による収入 4,506
附属病院収入 135,843
受託研究等収入 1,787
寄附金収入 3,111
その他の収入 1,143

投資活動による収入 0
施設費による収入 0
その他の収入 0

財務活動による収入 3,292
長期借入金による収入 3,292

前期中期目標期間からの繰越金 0

Ⅷ短期借入金の限度額
20億円

Ⅸ剰余金の使途

Ⅹ県の規則で定める業務運営事項
１　施設・整備に関する計画

２　積立金の使途

実績

実績
地方独立行政法人法第40条第３項に規定する
剰余金の使途は、教育・研究・診療の質の向
上及び組織運営の改善とする。

　各事業年度の予算編成過程等において決定
する。

　なし

実績

実績


